
大

蔵

省

考

課

状

國

債

寮

貸

附

ノ

部

第

一

號

鳥

取

縣

ヨ

リ

舊

藩

古

器

物

賣

拂

代

金

五

万

餘

圓

壬

申

四

月

拜

借

ノ

分

ハ

、

道

路

橋

梁

等

ノ

費

用

ニ

充

ン

ト

向

キ

ニ

稟

候

セ

シ

ニ

乃

チ

聴

許

ア

リ

、

其

他

ノ

金

員

ハ

此

節

上

納

シ

、

人

民

ヘ

貸

附

ノ

分

ハ

證

書

及

仕

譯

書

ヲ

至

急

上

進

ス

ヘ

シ

、

尤

最

前

ノ

指

令

ハ

取

消

シ

、

爾

後

取

立

方

ハ

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ノ

如

ク

心

得

ヘ

シ

ト

指

令

ア

レ

ト

モ

、

公

布

ノ

趣

ハ

舊

藩

中

従

来

諸

方

ヘ

貸

附

金

穀

取

立

ノ

方

法

ニ

テ

、

前

書

人

民

ヘ

貸

附

ノ

分

ハ

壬

申

四

月

以

来

新

縣

ノ

貸

附

ニ

テ

公

布

ニ

允

當

セ

ス

、

如

何

カ

處

分

ス

ヘ

キ

哉

ト

稟

候

セ

リ

、

允

テ

事

情

上

申

ノ

趣

ア

ル

ヲ

以

テ

向

キ

ニ

候

ス

ル

如

ク

聴

許

ス

ル

ニ

由

リ

、

壬

申

四

月

達

旨

ノ

如

ク

一

旦

上

納

ノ

上

更

ニ

拝

借

ノ

心

得

ヲ

以

テ

、

曽

テ

下

付

セ

シ

書

式

ニ

照

準

シ

長

官

奧

印

ノ

證

書

ヲ

上

進

ス

ヘ

シ

、

但

納

方

ノ

儀

ハ

證

書

ヲ

以

テ

取

計

ヒ

、

古

物

賣

拂

代

ノ

内

最

前

申

牒

ノ

唐

銭

ハ

、

通

貨

交

換

ノ

心

得

ヲ

以

テ

代

價

ヲ

調

査

シ

上

申

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
七

月

三

日

第

二

號

島

根

縣

ヨ

リ

當

縣

管

下

舊

松

江

廣

瀬

母

里

三

縣

管

轄

嶋

根

郡

外

九

郡

村

々

種

貸

米

ノ

儀

向

キ

ニ

、

稟

候

ヲ

経

テ

廢

止

セ

シ

ニ

由

リ

壬

申

年

分

不

残

取

立

ヘ

キ

ニ

、

即

今

米

價

下

落

シ

難

渋

ナ

ル

ヲ

以

テ

、

當

二

月

中

平

均

相

塲

ヲ

以

テ

上

納

セ

ン

ト

稟

候

セ

シ

ニ

、

聴

許

ア

ル

ニ

由

リ

上

納

方

上

申

ス

ヘ

キ

ニ

、

嘗

テ

種

貸

米

ノ

原

由

ヲ

上

申

セ

シ

如

ク

、

舊

藩

於

テ

全

ク

窮

民

救

助

ノ

為

メ

貸

下

ケ

シ

ニ

、

積

年

ノ

久

シ

キ

今

日

ニ

至

リ

テ

ハ

、

過

當

ノ

利

米

ヲ

上

納

シ

、

却

テ

下

民

ノ

困

苦

ト

成

リ

事

實

憫

然

ノ

至

リ

ナ

ル

ニ

由

リ

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

中

第

十

一

條

ニ

基

キ

、

特

別

ノ

高

議

ヲ

以

テ

元

利

米

共

悉

皆

棄

捐

ヲ

得

ン

ト

種

貸

米

原

由

調

査

書

類

ヲ

副

ヘ

再

ヒ

稟

候

セ

リ

、

乃

チ

本

年

八

十

一

號

公

布

以

前

ニ

取

立

ヘ

キ

品

ニ

付

、

上

納

ス

ヘ

キ

筋

ナ

レ

ト

モ

特

別

ノ



詮

議

ヲ

以

テ

候

ス

ル

所

聴

許

ス

、

且

舊

松

江

縣

ヨ

リ

辛

未

年

貸

下

ノ

分

ハ

租

税

ニ

関

係

ナ

キ

ニ

由

リ

受

納

ノ

所

分

ニ

及

ハ

ス

、

當

五

月

十

八

日

ノ

指

令

ハ

消

除

シ

出

納

勘

定

元

拂

ニ

立

ツ

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
七

月

五

日

第

三

號

白

川

縣

ヨ

リ

舊

熊

本

藩

於

テ

精

算

基

立

金

ト

シ

テ

貸

附

ア

リ

シ

分

、

別

紙

調

書

ノ

如

ク

去

ル

壬

申

七

月

林

大

藏

少

丞

巡

回

ノ

節

申

牒

ス

レ

ト

モ

、

尚

ホ

貴

省

ヘ

モ

稟

報

ス

可

趣

ナ

ル

ニ

由

リ

、

更

ニ

別

紙

調

書

ヲ

進

達

ス

ト

其

書

ヲ

副

ヘ

テ

稟

報

セ

リ

、

因

テ

生

産

基

立

金

ノ

内

貸

附

金

取

立

方

ノ

儀

ハ

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ノ

如

ク

借

主

本

證

書

ニ

仕

譯

書

ヲ

副

ヘ

至

急

上

進

ス

ヘ

シ

、

且

那

須

郷

山

路

開

拓

修

復

準

備

ト

シ

テ

炭

椎

茸

等

仕

入

、

基

立

金

ノ

儀

ハ

遣

拂

等

詳

細

仕

譯

書

ヲ

上

進

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

七

月

七

日

第

四

號

度

會

縣

ヨ

リ

本

年

第

八

十

一

號

公

布

貸

附

金

穀

取

立

法

則

ノ

條

々

心

得

方

詳

細

指

示

ヲ

得

ン

ト

別

紙

朱

書

ヲ

以

テ

稟

問

セ

リ

、

因

テ

牒

ス

ル

所

ノ

證

書

類

ハ

當

省

於

テ

調

査

ヲ

遂

ケ

追

テ

下

付

ノ

節

指

示

ス

ヘ

シ

、

其

縣

於

テ

諸

貸

附

ノ

書

類

ハ

精

細

遺

漏

ナ

ク

収

束

シ

テ

上

進

ス

ヘ

シ

、

此

回

稟

問

ノ

條

々

ハ

附

箋

ノ

如

ク

了

知

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
七

月

十

四

日

第

五

號

小

倉

縣

ヨ

リ

向

キ

ニ

舊

縣

々

貸

附

米

金

ノ

内

取

捨

ノ

處

分

ヲ

稟

候

セ

シ

ニ

、

追

テ

一

般

ノ

處

分

ニ

及

ヘ

キ

ニ

由

リ

、

借

主

ノ

證

書

遺

漏

ナ

ク

上

進

ス

ヘ

シ

ト

指

令

ア

ル

ニ

由

リ

乃

チ

収

束

上

進

セ

シ

ニ

、

舊

千

束

縣

管

内

村

々

ヘ

米

千

四

百

八

拾

石

貸

附

ア

ル

ヲ

、

藩

造

紙

幣

元

備

米

ト

上

申

セ

シ

趣

申

送

ア

ル

ニ

由

リ

事

實

糺

査

セ

シ

ニ

、

村

方

定

免

正

租

上

納

シ

難

キ

節

ハ

、

免

足

シ

拝

借

又

ハ

仕

詰

拝

借

ト

唱

ヘ

下

ケ

米

ヲ

申

請

セ

シ

分

ニ

テ

、

全

ク

他

日

返

納

ノ

目

的

ナ

キ

旨

別

紙

ノ

如

ク

舊

大

庄

屋

ヨ

リ

上

申

セ

ル

ニ

由

リ

、

更

ニ

舊

官

員

ヲ

糺

査

セ

シ

ニ

大

庄

屋

上

申

ノ

如

シ

、

最

前

ノ

上

申

粗

忽



ナ

ル

旨

別

紙

ノ

如

ク

上

申

セ

ル

ヲ

以

テ

、

舊

同

縣

ヨ

リ

紙

幣

元

備

米

ト

上

申

セ

シ

分

ハ

取

消

ヲ

乞

フ

、

且

先

般

候

ス

ル

所

棄

捐

ノ

儀

モ

併

セ

乞

フ

ト

再

候

セ

リ

、

因

テ

候

ス

ル

所

ノ

事

實

止

ヲ

得

サ

ル

趣

ナ

ル

ニ

由

リ

聴

許

セ

リ

、

且

返

納

米

五

拾

石

拂

代

藩

札

貳

千

五

百

五

拾

貫

文

大

阪

出

張

紙

幣

寮

ヘ

上

納

セ

シ

分

ハ

、

同

所

請

取

證

書

ヲ

以

テ

當

地

帋

幣

寮

ヘ

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
七

月

十

九

日

第

六

號

島

根

縣

ヨ

リ

大

阪

商

山

本

屋

源

右

エ

門

ヘ

、

舊

松

江

縣

物

産

木

實

課

ヨ

リ

貸

附

金

三

拾

五

両

返

納

淹

滞

セ

シ

ニ

由

リ

、

舊

取

扱

ノ

者

ヘ

掛

合

ニ

及

フ

ト

雖

モ

、

同

人

行

衛

不

分

明

ノ

趣

ニ

付

篤

ト

探

索

セ

シ

ニ

、

去

秋

既

ニ

死

去

シ

家

族

離

散

セ

シ

趣

ニ

テ

、

素

ヨ

リ

受

人

連

印

等

ノ

證

書

ア

ル

ニ

非

ス

、

今

日

ニ

至

リ

取

立

方

相

成

リ

難

キ

ニ

由

リ

不

都

合

ノ

至

ナ

レ

ト

モ

、

書

面

ノ

金

高

ヲ

棄

捐

シ

物

産

損

益

勘

定

仕

譯

書

拂

ニ

處

分

セ

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

候

ス

ル

所

ノ

事

實

止

ヲ

得

サ

ル

ニ

由

リ

聴

許

ス

ト

指

令

セ

リ
七

月

十

九

日

第

七

號

北

條

縣

ヨ

リ

別

冊

記

載

ノ

如

ク

、

舊

縣

々

貸

附

金

ノ

内

壬

申

年

分

取

立

金

銀

上

納

ス

ヘ

キ

ニ

由

リ

、

請

フ

指

示

ヲ

得

ン

ト

納

證

書

寫

ヲ

副

ヘ

稟

候

セ

リ

、

因

テ

諸

上

納

合

金

三

万

貳

千

六

百

五

拾

七

圓

四

拾

八

銭

三

厘

紙

幣

寮

ヘ

上

納

取

計

フ

ヘ

シ

、

尤

貸

附

金

取

立

高

及

人

別

仕

譯

書

ヲ

上

進

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
七

月

十

九

日

第

八

號

岡

山

縣

ヨ

リ

舊

岡

山

縣

下

村

々

ヘ

貸

下

ケ

米

金

總

員

證

書

壬

申

四

月

上

呈

セ

シ

ニ

、

本

年

第

八

十

一

號

布

令

ニ

依

テ

更

ニ

精

細

調

査

シ

仕

分

ケ

帳

六

冊

上

呈

ス

、

就

中

布

令

條

則

中

租

税

不

納

云

々

ノ

分

ハ

、

原

由

及

ヒ

實

地

取

立

方

等

調

査

ノ

上

稟

候

ス

ヘ

シ

ト

達

旨

ア

レ

ト

モ

、

右

ハ

舊

藩

於

テ

従

来

凶

年

ト

雖

モ

免

下

ヲ

許

可

セ

ス

、

更

ニ

貸

下

ケ

金

ヲ

以

テ

不

足

ヲ

補

ヒ

年

賦

ヲ

以

テ

取

立

来

リ

、

且

ツ

散

田

興

起

ノ

為

メ

貸

下

ケ

等

ノ

廉

ハ

、

取

立

法

則

了

知

シ

難

キ

ニ

由

リ

別

紙

見

込

書

ヲ

以

テ

稟

候

ス

、

請



フ

至

急

指

示

ヲ

淂

ン

ト

其

書

ヲ

添

テ

申

牒

セ

リ

、

因

テ

候

ス

ル

所

ハ

調

査

ノ

上

證

書

下

付

セ

ル

ニ

由

リ

其

節

指

揮

ス

ヘ

シ

、

因

テ

向

キ

ニ

聴

許

セ

シ

一

旦

上

納

更

ニ

拝

借

ノ

儀

ハ

取

消

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
七

月

廿

二

十

日

第

九

號

岡

山

縣

ヨ

リ

辛

未

夏

舊

岡

山

藩

管

内

古

来

未

曽

有

ノ

水

災

ニ

付

、

其

節

同

藩

ヨ

リ

稟

報

セ

シ

如

ク

、

當

分

救

助

ト

シ

テ

郷

中

圍

ヒ

籾

ノ

内

濡

米

千

三

百

四

石

八

斗

七

升

下

渡

セ

シ

ハ

、

全

ク

他

日

取

立

ノ

目

的

ナ

キ

ニ

由

リ

證

書

ヲ

取

置

サ

ル

旨

舊

縣

官

ヨ

リ

申

送

ア

リ

、

然

ル

ヲ

壬

申

二

月

各

種

貸

下

ケ

米

金

ト

併

セ

テ

申

報

ス

レ

ト

モ

、

追

テ

事

實

糺

査

セ

シ

ニ

上

陳

ノ

如

ク

一

時

ノ

救

助

ニ

テ

、

貸

下

ケ

ノ

名

義

ニ

非

サ

ル

ヲ

以

テ

棄

捐

セ

ン

ト

申

請

セ

リ

、

因

テ

出

格

ノ

詮

議

ヲ

以

テ

申

請

ノ

如

ク

聴

許

ス

ト

指

令

セ

リ
七

月

二

十

日

第

十

號

愛

媛

縣

ヨ

リ

舊

今

治

縣

管

下

柳

瀬

亀

一

郎

ヘ

貸

附

金

處

分

ニ

付

向

キ

ニ

稟

候

セ

シ

ニ

、

本

證

書

ニ

仕

譯

書

ヲ

副

ヘ

上

進

ス

ヘ

シ

ト

達

旨

ア

レ

ト

モ

、

後

来

返

納

ノ

見

込

ナ

キ

ニ

由

リ

舊

縣

於

テ

引

宛

取

上

ケ

證

書

下

ケ

戻

シ

タ

ル

趣

ナ

リ

、

且

同

人

ヨ

リ

取

上

ケ

ノ

家

藏

地

所

等

達

旨

ノ

如

ク

入

札

セ

シ

ニ

、

頗

ル

低

價

ニ

シ

テ

元

金

四

千

五

百

圓

ニ

對

シ

不

都

合

ナ

レ

ト

モ

、

素

ヨ

リ

人

民

輻

輳

ノ

地

ニ

非

サ

レ

ハ

止

ヲ

得

サ

ル

事

情

ナ

リ

ト

入

札

高

札

ヲ

副

ヘ

稟

候

セ

リ

、

因

テ

入

札

金

八

百

貳

拾

圓

九

拾

五

銭

ヲ

以

テ

候

ス

ル

所

ノ

如

ク

聴

許

ス

ル

ニ

由

リ

、

拂

下

ケ

代

金

取

立

早

々

上

納

ス

ヘ

シ

、

但

舊

同

藩

貸

附

高

ノ

儀

ハ

辛

未

年

上

申

ス

レ

ト

モ

、

證

書

本

帳

等

舊

石

鐵

縣

所

轄

藩

々

貸

附

證

書

ト

モ

未

タ

上

進

セ

ス

、

不

都

合

ノ

至

ナ

ル

ニ

由

リ

至

急

調

査

シ

申

牒

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
七

月

二

十

八

日

第

十

一

號

濵

田

縣

ヨ

リ

貸

附

金

穀

取

立

法

則

ノ

内

、

數

條

ヲ

擧

ケ

詳

細

指

示

ヲ

淂

ン

ト

稟

問

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

第

一

條

候

ス

ル

所

ノ

如

シ

、

第

二

條

實

際

ノ

物

品

約

定

等

詳

細

調

査



シ

更

ニ

稟

候

ス

可

シ

、

第

三

條

現

在

返

辨

残

ノ

内

都

テ

利

子

結

込

ア

リ

シ

分

ヲ

除

キ

最

初

貸

附

ノ

元

金

ノ

ミ

取

立

ヘ

シ

、

第

四

條

貸

附

創

年

證

書

本

帳

等

ニ

判

然

記

載

ア

ル

分

ハ

原

年

ヲ

以

テ

創

年

ト

シ

、

分

明

ナ

ラ

サ

ル

分

ハ

改

正

ノ

年

月

ヲ

以

テ

處

分

ス

ヘ

シ

、

第

五

條

従

前

㴼

藩

々

ヘ

差

出

シ

置

シ

本

證

ヘ

仕

譯

書

ヲ

副

ヘ

上

呈

ス

ヘ

シ

、

當

省

於

テ

調

査

シ

本

證

書

ヘ

捺

印

ノ

上

更

ニ

下

付

シ

、

取

立

方

指

揮

ニ

及

ヘ

キ

ニ

由

リ

其

縣

ニ

於

テ

處

分

ニ

ハ

及

ハ

ス

、

至

急

證

書

類

上

進

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
七

月

三

十

日

第

十

二

號

小

倉

縣

ヨ

リ

當

管

内

㴼

中

津

縣

準

備

金

ノ

内

、

㴼

縣

下

ヘ

貸

渡

シ

ノ

證

書

同

縣

ヨ

リ

送

致

セ

シ

ニ

、

右

ハ

貢

米

金

ノ

内

ヲ

以

テ

貸

渡

ノ

口

ニ

非

サ

レ

ハ

、

向

キ

ニ

送

致

ノ

證

書

上

進

ノ

節

縣

廳

ヘ

留

置

タ

ル

ニ

、

貴

省

六

十

四

號

布

達

ノ

趣

ニ

テ

ハ

再

ヒ

下

付

ア

ル

ヘ

キ

ニ

由

リ

、

右

證

書

及

ヒ

壬

申

年

巡

回

ノ

官

員

ヘ

差

出

セ

シ

貸

渡

本

帳

寫

等

照

會

ノ

為

メ

上

進

ス

、

且

新

㴼

縣

引

継

ノ

際

取

立

期

限

ニ

後

レ

タ

ル

分

ハ

、

當

縣

オ

イ

テ

取

立

金

高

別

帳

記

載

ノ

如

ク

ナ

ル

ニ

由

リ

別

途

上

納

ス

ヘ

キ

哉

、

又

ハ

第

八

十

一

號

公

布

ノ

定

規

ニ

随

ヒ

上

納

ス

ヘ

キ

哉

至

急

指

示

ヲ

得

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

㴼

中

津

縣

準

備

金

ノ

内

、

諸

産

物

賣

拂

代

及

貸

附

金

取

立

大

阪

出

張

紙

幣

寮

ヘ

上

納

セ

シ

分

ハ

同

所

請

取

證

書

、

且

貸

附

金

ノ

内

壬

申

年

中

取

立

ノ

分

ハ

、

本

年

第

四

拾

五

號

當

省

布

達

ニ

照

準

シ

派

出

官

員

請

取

證

書

ヲ

以

テ

何

レ

モ

紙

幣

寮

ヘ

上

納

ス

ヘ

シ

、

尤

残

金

取

立

方

ハ

本

年

八

十

一

號

公

布

ニ

基

キ

、

追

テ

證

書

下

付

ノ

節

指

示

ニ

及

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
八

月

二

日

第

十

三

號

筑

摩

縣

ヨ

リ

㴼
高

嶋

縣

於

テ

貫

属

士

族

ヘ

貸

下

金

調

査

セ

シ

ニ

、

本

年

二

月

貴

省

ヘ

上

進

セ

シ

本

帳

ノ

外

別

ニ

證

書

ア

ル

ニ

非

ス

、

且

本

帳

ニ

ハ

家

禄

引

宛

等

ノ

記

載

ナ

シ

ト

雖

モ

従

来

貸

下

金

返

納

ハ

家

禄

給

付

ノ

節

引

去

ノ

風

習

ニ

テ

其

實

ハ

家

禄

引

宛

ナ

ル

ニ

由

リ

本

年

第

八

十

一

號

公

布

第

十

六

條

但

書

ニ

基

キ

棄

捐

セ

ン

ト

稟

候

セ

リ

、



是

ニ

於

テ

家

禄

引

宛

ノ

儀

ハ

本

帳

ニ

記

載

ナ

シ

、

且

引

宛

ノ

分

モ

正

金

返

納

ニ

相

改

云

々

附

箋

ア

ル

ニ

由

リ

候

ス

ル

所

ハ

聴

許

シ

難

シ

ト

指

令

セ

リ
八

月

四

日

第

十

四

號

福

岡

縣

ヨ

リ

㴼

福

岡

藩

於

テ

庚

午

年

管

内

ヘ

年

賦

貸

下

ノ

支

那

米

辛

未

年

取

立

米

八

百

七

拾

三

石

六

斗

壹

升

七

合

、

大

阪

出

張

出

納

寮

ヘ

上

納

ト

シ

テ

舩

積

湊

回

シ

ノ

節

米

辻

五

石

四

斗

五

升

三

合

八

勺

欠

減

セ

リ

、

右

ハ

各

方

取

立

ノ

上

倉

圍

中

ノ

欠

耗

ニ

テ

、

他

ニ

償

辨

ノ

道

ナ

キ

ニ

由

リ

出

納

成

算

欠

拂

ニ

セ

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

候

ス

ル

所

ノ

如

ク

聴

取

ス

ト

指

令

セ

リ
八

月

五

日

第

十

五

號

鳥

取

縣

ヨ

リ

㴼

藩

中

租

税

外

ノ

有

米

ヲ

以

テ

因

伯

両

國

村

々

夫

食

ニ

貸

渡

米

高

四

千

六

百

六

拾

九

石

壹

斗

貳

升

六

合

ハ

従

来

東

作

夫

食

ニ

貸

附

秋

収

ヲ

以

テ

返

納

ス

ヘ

キ

成

規

ニ

テ

相

當

ノ

利

米

ヲ

取

立

来

リ

シ

ニ

返

納

方

往

々

等

閑

ヨ

リ

元

米

置

据

ノ

弊

ヲ

生

シ

終

ニ

ハ

返

辨

ノ

目

的

ナ

キ

ニ

由

リ

向

キ

ニ

壬

申

二

月

稟

候

ヲ

経

前

額

ノ

米

田

か

一

旦

上

納

更

ニ

同

年

限

無

利

貸

下

ケ

ノ

指

令

ヲ

淂

テ

處

分

セ

シ

ニ

素

ヨ

リ

證

書

等

ア

ル

ニ

非

サ

レ

ハ

本

年

第

八

十

一

號

公

布

十

一

条

ニ

基

キ

悉

皆

棄

捐

シ

然

ル

可

キ

ヤ

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

最

前

ノ

指

令

ハ

取

消

シ

、

此

回

候

ス

ル

所

ノ

如

ク

聴

許

ス

ト

指

令

セ

リ
八

月

五

日

第

十

六

號

山

口

縣

ヨ

リ

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

基

キ

調

査

セ

シ

ニ

㴼

豊

浦

清

末

兩

藩

ノ

貸

附

ハ

素

ヨ

リ

方

法

ア

リ

ト

雖

モ

窮

民

一

時

ノ

救

助

ナ

ル

ニ

由

リ

取

立

方

自

然

年

延

且

兵

役

多

端

等

ニ

テ

無

利

元

米

置

据

ノ

申

請

等

ア

リ

テ

㴼

藩

於

テ

注

意

セ

シ

ハ

事

實

止

ヲ

得

サ

ル

ノ

勢

ナ

ル

ヲ

以

テ

請

フ

聴

取

ヲ

得

ン

、

且

ツ

辛

未

年

取

立

米

三

百

四

拾

四

石

貳

斗

貳

升

餘
㴼

同

縣

ヨ

リ

受

取

リ

囲

置

キ

シ

ニ

追

々

欠

耗

ニ

至

ル

ヲ

以

テ

如

何

カ

處

分

セ

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

正

租

不

納

貸

附

分

ハ

調

査

ノ

上

追

テ

指

揮

ニ

及

ヘ

シ

、

辛

未

年

取

立

米

ハ

地

拂

ノ

上

代

金

上

納

方

取

計

フ

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
八

月

九

日



第

十

七

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

㴼

福

知

山

縣

於

テ

士

族

卒

ノ

内

土

着

ノ

者

ヘ

、

手

當

及

困

窮

救

助

等

ニ

家

禄

引

宛

貸

渡

ノ

分

調

査

セ

シ

ニ

、

米

百

貳

拾

貳

石

八

斗

六

升

六

合

七

勺

ア

リ

、

右

ハ

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

基

キ

、

棄

捐

シ

然

ル

可

ヤ

ト

㴼

官

員

ヨ

リ

引

継

ノ

貸

米

帳

二

冊

、

證

書

三

十

通

ヲ

副

ヘ

申

牒

セ

リ

、

因

テ

牒

ス

ル

所

ハ

聴

取

ス

、

辛

未

壬

申

年

中

取

立

米

四

拾

六

石

七

斗

三

升

三

合

ハ

地

佛

ノ

上

代

金

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

八

月

十

二

日

第

十

八

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

㴼

舞

鶴

縣

管

下

商

法

會

所

外

一

ヶ

所

ヘ

㴼

縣

於

テ

楮

幣

貸

渡

ノ

儀

調

査

セ

シ

ニ

、

市

中

産

資

融

通

ノ

為

メ

會

所

ノ

名

義

ヲ

以

テ

楮

幣

借

受

ケ

、

㴼

官

員

ヨ

リ

小

民

ヘ

貸

渡

利

息

ノ

ミ

取

立

、

元

銀

ハ

期

限

ニ

至

リ

證

書

書

替

ヘ

ノ

仕

来

リ

ナ

ル

ニ

由

リ

、

現

今

百

方

督

促

ニ

及

フ

ト

雖

モ

返

辨

ノ

目

的

ナ

キ

ヲ

以

テ

㴼
官

員

ヨ

リ

別

紙

歎

願

書

上

進

セ

リ

、

乃

チ

因

テ

詳

細

糺

査

セ

シ

ニ

止

ム

ヲ

得

サ

ル

情

實

ニ

付

、

願

ノ

如

ク

金

千

六

拾

壹

圓

九

拾

四

銭

七

厘

本

年

ヨ

リ

十

五

ヶ

年

賦

取

立

、

上

納

ノ

許

可

ヲ

乞

フ

ト

㴼

官

員

願

書

一

冊

證

書

二

通

ヲ

副

ヘ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

所

ハ

聴

許

シ

難

キ

ニ

由

リ

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ノ

通

リ

心

得

取

立

方

追

テ

證

書

下

付

ノ

節

指

示

ニ

及

フ

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

第

十

九

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

㴼

宮

津

縣

士

族

卒

㴼
藩

楮

幣

所

貸

附

返

納

残

リ

ハ

棄

捐

ス

ヘ

シ

ト

向

キ

ニ

指

令

ア

ル

ニ

由

リ

既

ニ

取

立

タ

ル

米

代

金

千

九

百

五

拾

七

圓

餘

ハ

紙

幣

寮

ヘ

上

納

シ

假

リ

取

立

ノ

分

金

千

拾

圓

餘

ハ

士

族

卒

ヘ

下

戻

シ

度

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

所

ハ

聴

取

シ

難

シ

、

且

辛

未

年

中

取

立

ノ

分

共

合

金

貳

千

九

百

六

拾

七

圓

五

拾

八

銭

九

厘

藩

札

ハ

枚

數

各

種

内

譯

書

ヲ

副

ヘ

上

納

方

申

牒

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
八

月

十

四

日

第

二

十

號



磐

前

縣

ヨ

リ

㴼

縣

々

引

送

ノ

積

穀

及

壬

申

年

中

取

立

藏

詰

ノ

籾

千

六

百

三

拾

石

八

斗

米

五

石

七

斗

八

升

貳

合

五

勺

・

稗

貳

千

四

百

三

拾

壹

石

八

升

四

合

八

勺

二

才

炎

暑

ノ

季

節

ニ

當

リ

陳

腐

或

ハ

蟲

鼠

ノ

為

メ

ニ

減

損

セ

ル

ニ

由

リ

頃

日

廣

ク

入

札

ノ

上

賣

却

セ

ン

ト

ス

、

追

テ

其

札

ヲ

副

ヘ

稟

候

ス

ヘ

シ

ト

雖

モ

豫

メ

聴

取

ヲ

淂

ン

ト

申

牒

セ

リ

、

因

テ

牒

ス

ル

所

ノ

如

ク

入

札

拂

下

ケ

代

金

上

納

方

申

牒

ス

ヘ

シ

、

尤

貸

附

米

取

立

高

人

別

仕

譯

書

上

進

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
八

月

十

四

日

第

二

十

一

號

島

根

縣

ヨ

リ

貸

附

金

穀

取

立

法

則

公

布

ノ

内

、

第

一

條

法

則

第

四

條

各

種

ノ

貸

附

高

返

辨

残

ノ

内

元

利

組

込

ア

リ

シ

分

ハ

、

利

子

除

去

元

金

ノ

ミ

取

立

ツ

ル

上

ハ

、

従

来

利

子

ヲ

元

金

ヘ

組

込

サ

ル

分

及

ヒ

事

故

ア

リ

テ

元

利

ト

モ

未

納

ノ

分

ハ

、

現

今

残

高

ヲ

以

テ

法

則

ニ

照

準

シ

元

金

ノ

ミ

取

立

然

ル

可

キ

ヤ

、

第

二

條

法

則

第

六

條

ニ

米

金

貸

附

ノ

節

物

品

引

當

ア

ル

分

ハ

、

其

物

品

入

札

拂

ノ

上

代

價

一

時

上

納

ノ

儀

ナ

レ

ハ

、

年

賦

ノ

有

無

及

入

札

拂

ノ

損

益

ニ

拘

ハ

ラ

ス

代

價

一

時

上

納

シ

然

ル

可

キ

ヤ

、

第

三

條

同

上

第

十

一

條

ニ

貧

民

救

助

夫

食

種

籾

農

具

代

ト

シ

テ

貸

附

ノ

分

、

明

治

元

年

以

前

ノ

分

ハ

都

テ

棄

捐

、

以

後

ノ

分

ハ

半

高

十

ヶ

年

賦

取

立

可

キ

所

、

其

實

況

貧

窮

ニ

テ

数

年

返

納

滞

シ

分

ハ

現

今

未

納

残

高

ヲ

法

則

ニ

照

準

ス

ヘ

キ

ヤ

、

又

返

納

ノ

目

途

ナ

キ

分

ハ

悉

皆

棄

捐

シ

然

ル

可

キ

ヤ

、

第

四

條

貸

附

金

穀

ノ

内

名

分

判

然

セ

サ

ル

分

ハ

法

則

第

十

八

條

ニ

照

準

シ

、

明

治

元

年

以

前

ノ

分

ハ

第

二

條

ノ

通

リ

心

得

然

ル

可

キ

ヤ

、

第

五

條

㴼

松

江

藩

ヨ

リ

諸

藩

々

ヘ

貸

附

ノ

金

穀

ハ

取

消

タ

ル

ヘ

シ

ヤ

、

又

新

㴼

公

債

タ

ル

可

キ

ヤ

、

詳

細

指

示

ヲ

得

ン

ト

稟

問

セ

リ

、

因

テ

第

一

條

ハ

候

ス

ル

所

ノ

如

シ

、

第

二

條

僉

議

ノ

旨

ア

ル

ニ

由

リ

追

テ

達

旨

ス

可

シ

、

第

三

條

止

ヲ

淂

サ

ル

事

故

ア

リ

テ

返

辨

淹

滞

ノ

分

ハ

、

現

今

未

納

残

高

ヲ

以

テ

法

則

ニ

照

準

シ

取

立

ヘ

シ

、

且

返

納

目

途

ナ

キ

貧

民

ハ

取

立

期

限

ニ

至

リ

事

實

調

査

シ

稟

候

ス

可

シ

、

第

四

條

ハ

候

ス

ル

所

ノ

如

シ

、

尤

其

縣

於

テ

調

査

ニ

及

ハ

ス

當

省

於

テ

調

査

ノ

上

追

テ

證

書

下

付

ノ

節

取

立

方

指

示

ニ

及

ヘ

シ

、

本

證

書

上

進

遺

漏

ア

ラ

ハ

更

ニ

徹

収

シ

至

急

上

進



ス

ヘ

シ

、

第

五

條

㴼

松

江

藩

ヨ

リ

㴼

藩

々

ヘ

貸

附

金

穀

ハ

取

消

シ

ト

領

知

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
八

月

二

十

日

第

二

十

二

號

新

治

縣

ヨ

リ

㴼

生

實

縣

管

轄

下

総

國

匝

瑳

郡

惣

領

村

庚

午

年

貢

金

ノ

内

、

四

百

三

拾

五

兩

永

四

拾

五

文

貳

分

未

納

ニ

付

㴼

同

縣

於

テ

督

促

ス

ト

雖

モ

、

同

村

累

歳

ノ

＊

作

ニ

テ

人

民

困

窮

ニ

逼

リ

皆

納

シ

難

キ

ニ

由

リ

、

辛

未

年

ヨ

リ

六

ヶ

年

賦

上

納

セ

ン

ト

申

請

セ

シ

ハ

、

止

ヲ

得

サ

ル

實

況

ナ

ル

ヲ

以

テ

聴

許

セ

シ

旨

同

縣

ヨ

リ

申

送

ア

リ

、

且

村

方

ヨ

リ

差

出

セ

シ

證

書

寫

ヲ

以

引

継

ア

リ

、

然

ル

ニ

本

年

代

八

十

一

號

公

布

ノ

趣

ア

ル

ニ

由

リ

、

未

納

金

取

立

方

ノ

指

示

ヲ

請

フ

ト

年

賦

證

書

寫

ヲ

副

ヘ

稟

候

セ

リ

、

因

テ

㴼

生

實

縣

下

雜

稅

不

納

金

ハ

止

ヲ

得

サ

ル

景

況

ナ

ル

ニ

由

リ

、

拾

ヶ

年

賦

取

立

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
八

月

二

十

日

第

二

十

三

號

奈

良

縣

ヨ

リ

管

内

㴼

藩

々

製

造

紙

幣

貸

附

取

立

ノ

分

、

此

回

上

納

セ

ン

ト

別

紙

貸

附

原

由

及

明

細

仕

譯

書

ヲ

副

ヘ

テ

申

牒

セ

リ

、

因

テ

合

金

三

万

三

千

拾

圓

三

拾

九

錢

九

厘

ハ

、

返

納

仕

譯

書

ヲ

副

ヘ

紙

幣

寮

ヘ

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
八

月

二

十

二

日

第

二

十

四

號

石

川

縣

ヨ

リ

㴼

大

聖

寺

藩

貸

下

ケ

近

江

國

琵

琶

湖

郵

舩

仕

入

金

借

用

證

書

未

タ

進

達

セ

サ

ル

旨

趣

ハ

、

向

キ

ニ

當

縣

ヘ

派

出

ノ

貴

省

官

員

ヘ

委

曲

牒

合

セ

シ

如

ク

、

最

前

㴼

藩

於

テ

證

書

ヲ

徴

収

セ

サ

ル

ニ

由

リ

、

㴼

官

員

糺

査

ノ

上

右

商

社

近

江

國

大

津

驛

堀

江

八

右

エ

門

等

ヨ

リ

證

書

上

進

ス

ヘ

キ

旨

滋

賀

縣

ヘ

商

議

ニ

及

ヒ

シ

ニ

、

同

人

上

申

ノ

情

實

ニ

ヨ

レ

ハ

強

テ

徴

收

シ

難

シ

ト

回

答

ア

リ

、

因

テ

上

申

ノ

趣

ヲ

勘

査

セ

シ

ニ

、

仕

入

金

ノ

儀

ハ

元

来

㴼

大

聖

寺

藩

商

法

局

於

テ

蒸

氣

郵

舩

ノ

業

ヲ

創

メ

タ

ル

ニ

其

後

諸

藩

ノ

商

業

ヲ

禁

止

ア

リ

シ

ニ

由

リ

止

ヲ

淂

ス

㴼

大

津

縣

商

議

ヲ

遂

ケ

民

會

商

社

ト

改

稱

シ

八

右

衛

門

外

五

明

ヘ

譲

渡

シ

同

藩

㴼

商

法

局

官

員

モ

同

社

ヘ

加

入

シ

出

納

等

取

扱

且

同

社

ヨ

リ

モ

郵

便

稅

金

等

同

藩

ヘ

收

入

シ

或

ハ

仕

入

金

元

利

返

辨

セ

シ



意

旨

錯

雜

セ

リ

、

右

ハ

譲

渡

シ

ノ

際

公

私

ノ

區

域

判

然

セ

サ

ル

ヨ

リ

此

ノ

如

ク

情

況

縺

綣

ニ

至

レ

リ

、

然

リ

ト

雖

モ

遠

隔

ノ

地

書

信

ヲ

以

テ

事

實

ヲ

糺

明

シ

難

キ

ニ

由

リ

、

同

社

ノ

商

人

及

ヒ

同

藩

擔

當

ノ

㴼

官

員

等

當

縣

ヘ

徴

召

シ

、

對

語

セ

シ

メ

ン

ト

要

ス

事

体

前

顯

ノ

旨

趣

ナ

ル

ニ

由

リ

、

用

意

ニ

調

査

審

明

ニ

至

リ

難

シ

、

請

フ

其

故

聴

取

ヲ

得

ン

ト

申

牒

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

牒

ス

ル

所

ノ

趣

百

方

糺

査

ヲ

遂

ケ

、

證

書

徴

收

シ

テ

至

急

上

進

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
八

月

二

十

四

日

第

二

十

五

號

白

川

縣

ヨ

リ

管

内

舊

藩

士

及

郷

中

小

民

ヘ

櫨

成

實

ヲ

引

宛

ニ

貸

附

タ

ル

銭

札

、

年

賦

返

納

残

高

最

前

貴

省

ノ

布

達

ニ

基

キ

本

帳

及

證

書

ヲ

上

進

セ

シ

ニ

、

諸

貸

附

處

分

ノ

法

則

公

布

ア

ル

ニ

由

リ

、

本

件

櫨

實

引

宛

ノ

類

モ

公

布

ニ

照

準

シ

本

年

以

後

取

立

方

ヲ

達

セ

リ

ト

稟

報

セ

リ

、

因

テ

向

キ

ニ

上

進

セ

シ

證

書

調

査

ノ

上

、

追

テ

下

付

ノ

節

取

立

方

指

示

及

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
八

月

二

十

四

日

第

二

十

六

號

舊

郡

馬

縣

ヨ

リ

舊

高

崎

縣

貸

下

ケ

米

金

現

證

書

申

白

ノ

内

金

五

千

百

五

拾

三

圓

貳

拾

五

銭

、

本

年

第

八

十

一

號

布

告

ノ

内

十

八

條

ニ

基

キ

無

利

息

十

ヶ

年

賦

ニ

取

立

内

、

會

計

金

千

三

百

四

拾

壹

圓

四

拾

三

銭

七

厘

五

毛

ハ

別

途

ニ

上

納

シ

、

市

在

ヨ

リ

預

リ

金

三

千

八

百

拾

壹

圓

八

拾

壹

銭

貳

厘

五

毛

ハ

、

金

主

ヘ

下

付

シ

然

ル

可

キ

ヤ

ト

本

年

五

月

中

稟

候

ア

リ

シ

ニ

由

リ

、

今

般

熊

谷

縣

ヘ

別

紙

舊

高

崎

縣

貸

附

金

ノ

儀

ニ

付

、

舊

群

馬

縣

稟

候

ノ

趣

ハ

官

民

ノ

區

別

ニ

不

及

、

本

年

八

十

一

號

公

布

ノ

法

則

ニ

照

準

シ

一

般

取

立

ヘ

キ

ニ

由

リ

調

査

ノ

上

更

ニ

指

示

ニ

及

フ

ヘ

シ

、

市

在

ヨ

リ

預

リ

金

ノ

分

ハ

、

向

キ

ニ

藩

債

帳

ニ

記

載

シ

申

報

セ

シ

ヲ

以

テ

第

八

十

二

號

公

布

ニ

基

キ

處

分

ニ

及

フ

ヘ

キ

ニ

由

リ

、

此

旨

ヲ

了

知

シ

達

旨

方

取

計

フ

ヘ

シ

ト

達

旨

セ

リ
八

月

二

十

九

日

第

二

十

七

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

舊

柏

原

縣

士

族

津

田

武

八

擊

劔

修

練

ノ

為

メ

諸

國

遊

歴

旅

費

及

塾

中

資



用

ト

シ

テ

、

合

金

貳

拾

六

圓

七

拾

五

銭

去

ル

辛

未

四

月

舊

縣

ヨ

リ

借

用

セ

シ

内

、

返

納

残

金

拾

圓

ハ

本

年

第

八

十

一

號

公

布

第

十

六

條

但

書

ニ

基

キ

棄

捐

セ

ン

ト

申

請

セ

リ

、

因

テ

申

請

ス

ル

所

ハ

聴

許

シ

難

シ

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

第

十

八

條

ニ

照

準

シ

取

立

ニ

及

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
八

月

二

十

九

日

第

二

十

八

號

千

葉

縣

ヨ

リ

舊

松

尾

縣

管

轄

中

九

十

九

里

濵

方

不

漁

ノ

節

ハ

、

救

助

ノ

為

メ

會

所

ヘ

下

ケ

金

及

預

リ

金

等

ヲ

以

テ

貸

渡

ノ

分

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

基

キ

調

査

セ

シ

ニ

、

別

紙

金

高

ノ

内

舊

縣

ヨ

リ

下

ケ

金

ノ

分

ハ

本

年

ヨ

リ

無

利

八

ヶ

年

賦

、

預

リ

金

ノ

分

ハ

借

主

ノ

返

納

金

ヲ

以

テ

出

金

人

ヘ

下

戻

シ

、

網

持

出

金

ノ

分

ハ

金

主

ヨ

リ

下

戻

ヲ

申

請

ス

レ

ト

モ

取

立

方

淹

滞

シ

、

殊

ニ

舊

縣

於

テ

預

リ

金

ノ

内

貳

千

圓

同

縣

貫

属

馬

込

房

八

ヘ

貸

下

シ

ハ

、

管

内

ノ

林

業

荒

蕪

地

ヲ

開

墾

シ

桑

苗

植

付

養

蚕

開

業

利

潤

ヲ

以

テ

追

々

返

納

セ

ン

ト

申

請

セ

ル

ニ

由

リ

、

追

テ

顛

末

調

査

ヲ

遂

ケ

上

申

ス

ヘ

キ

ナ

レ

ト

モ

貸

附

金

高

仕

譯

書

ヲ

以

テ

預

メ

聴

取

ヲ

得

ン

ト

申

牒

セ

リ

、

因

テ

舊

松

尾

縣

濵

方

會

所

貸

附

金

ノ

内

同

縣

ヨ

リ

下

金

千

五

百

圓

ハ

、

法

則

ニ

照

準

シ

當

省

於

テ

調

査

ノ

上

追

テ

取

立

方

ヲ

指

示

ス

ヘ

シ

、

其

他

士

民

ヨ

リ

預

リ

金

ノ

分

ハ

其

縣

限

リ

相

對

支

消

ノ

處

分

ス

ヘ

シ

、

但

利

金

八

百

五

拾

八

圓

三

拾

八

銭

九

厘

ノ

内

遣

拂

、

残

貸

附

ノ

分

ハ

官

私

ヲ

區

シ

、

官

金

ノ

分

ハ

證

書

ヲ

收

束

シ

上

進

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

日

第

二

十

九

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

舊

湯

長

谷

縣

於

テ

管

内

村

々

ヘ

貸

渡

金

返

納

ノ

儀

ハ

本

年

第

八

十

一

號

及

第

百

五

號

公

布

ニ

基

キ

調

査

セ

シ

ニ

貸

渡

金

別

紙

書

面

ノ

如

ク

ナ

ル

ニ

由

リ

年

賦

納

ハ

其

年

々

取

立

五

圓

以

下

ハ

一

時

取

立

、

且

證

書

ナ

キ

分

ハ

壬

申

年

第

百

九

十

一

號

布

達

ニ

随

ヒ

更

ニ

證

書

調

査

ヲ

遂

ケ

上

進

ス

ヘ

シ

ト

舊

官

員

ヨ

リ

引

継

ノ

貸

附

仕

譯

帳

一

冊

證

書

二

十

二

通

ヲ

副

ヘ

申

牒

セ

リ

、

因

テ

調

査

ノ

上

追

テ

下

付

ノ

節

取

立

方

指

揮

及

ヘ

シ

、

證

書

ナ

キ

分

ハ

更

ニ

調

査

ニ

及

ハ

ス

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

日



第

三

十

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

出

石

縣

於

テ

管

内

袴

狹

村

外

一

ヶ

村

貧

民

救

助

ノ

為

メ

貸

下

米

別

紙

ノ

如

ク

ナ

ル

ニ

由

リ

、

本

年

第

百

五

號

布

達

ニ

基

キ

返

納

方

調

査

セ

シ

ニ

、

右

両

村

ノ

儀

ハ

連

年

困

窮

ノ

上

巳

午

両

年

ノ

凶

荒

ニ

由

リ

飢

餓

目

下

ニ

迫

リ

タ

ル

ヲ

以

テ

、

不

得

止

救

助

ノ

為

メ

窮

民

ヘ

貸

下

ケ

米

ニ

シ

テ

、

一

時

返

納

ノ

目

的

ナ

キ

ヲ

以

テ

別

紙

ノ

如

ク

歎

願

セ

シ

ニ

由

リ

精

細

糺

査

セ

シ

ニ

、

事

實

差

違

ナ

キ

ヲ

以

テ

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

基

キ

年

賦

上

納

ノ

聴

許

ヲ

淂

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

候

ス

ル

所

ノ

如

シ

ト

領

知

ス

ヘ

シ

、

著

素

亜

ノ

上

尚

指

示

ニ

及

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

日

第

三

十

一

號

小

倉

縣

ヨ

リ

當

縣

下

英

彦

山

村

ヘ

舊

日

田

縣

貸

下

金

ア

ル

趣

ヲ

以

テ

、

新

舊

廢

置

ノ

際

同

縣

官

員

ヨ

リ

貸

附

帳

及

引

宛

證

書

等

送

付

セ

シ

ニ

由

リ

追

々

調

査

セ

シ

ニ

、

舊

縣

ヘ

金

三

拾

圓

返

納

セ

シ

趣

同

村

ヨ

リ

上

申

セ

ル

ニ

由

リ

、

右

金

員

當

縣

ヘ

送

付

ア

ル

ヘ

シ

ト

大

分

縣

ヘ

商

議

セ

シ

ニ

、

右

貸

附

金

ノ

儀

ハ

郡

中

ノ

私

有

ニ

シ

テ

助

合

穀

金

ノ

内

ナ

ル

ヲ

以

テ

同

縣

於

テ

取

扱

ニ

及

ヘ

シ

ト

回

答

ア

リ

、

然

ル

ニ

最

前

舊

縣

ヨ

リ

貸

下

金

ノ

趣

ヲ

以

テ

書

類

送

付

ア

ル

ニ

由

リ

、

官

金

貸

渡

ト

見

做

シ

向

キ

ニ

郡

中

私

有

助

合

穀

金

ノ

内

ヲ

以

テ

貸

渡

タ

ル

趣

確

實

ナ

リ

ト

再

答

ア

リ

、

如

此

前

後

齟

齬

セ

シ

ヨ

リ

官

金

貸

下

ノ

申

報

セ

シ

ハ

悚

懼

ノ

至

ナ

レ

ト

モ

、

前

件

消

除

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

請

フ

ト

申

牒

セ

リ

、

因

テ

小

倉

縣

申

牒

ノ

旨

趣

調

査

ス

可

シ

ト

大

分

縣

ヘ

達

旨

セ

シ

ニ

、

事

實

差

違

ナ

キ

旨

上

申

ア

ル

ヲ

以

テ

、

小

倉

縣

ヘ

英

彦

山

村

貸

附

金

千

五

百

拾

圓

消

除

ノ

儀

ハ

聴

許

ス

ト

更

ニ

指

令

セ

リ
九

月

三

日

第

三

十

二

號

鳥

取

縣

ヨ

リ

辛

未

十

月

舊

縣

於

テ

別

紙

書

面

ノ

米

高

家

禄

引

宛

證

書

ヲ

以

テ

貸

渡

シ

タ

ル

ハ

全

ク

舊

官

員

ノ

専

断

ナ

レ

ト

モ

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

基

キ

棄

捐

ヲ

淂

ン

ト

舊

官

員

謝

罪

書

及

家

禄

引

宛

證

書

寫

ヲ

副

ヘ

稟

候

セ

リ

、

因

テ

其

縣

貫

属

叚

塚

四

郎

外

一

人

ヘ

貸

下

米

ノ

儀

ハ

棄

捐

ス

ヘ

シ

、

舊

官

員

稟

候

ヲ

経

ス

處

分

セ

シ

ハ

不



都

合

ノ

至

ナ

レ

ト

モ

、

既

徃

ノ

咎

ナ

ル

ニ

由

リ

出

格

ノ

僉

議

ヲ

以

テ

此

回

限

リ

聴

取

ス

ト

指

令

セ

リ
九

月

四

日

第

三

十

三

號

愛

媛

縣

ヨ

リ

舊

松

山

藩

於

テ

種

米

貸

附

ハ

舊

石

鐵

神

山

両

縣

ヘ

引

継

キ

、

新

舊

廢

置

ノ

際

當

縣

ヘ

送

付

ア

リ

シ

ニ

由

リ

調

査

セ

シ

ニ

、

壬

申

年

分

元

利

上

納

ナ

ク

、

且

年

々

貸

附

ノ

名

義

モ

壬

申

二

月

縣

廳

諸

帳

簿

焼

失

ニ

付

明

了

シ

難

シ

、

郡

村

收

納

帳

ニ

ハ

在

来

舊

帳

貸

附

ニ

比

較

ス

レ

ハ

年

々

増

減

ナ

シ

、

村

老

野

翁

ニ

尋

問

ス

レ

ト

モ

絶

テ

其

起

原

ヲ

知

ル

者

ナ

シ

、

何

レ

百

年

以

外

ノ

貸

附

ナ

ル

ヲ

以

テ

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

照

準

シ

、

元

米

及

壬

申

利

米

ト

モ

総

テ

棄

捐

ヲ

得

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

候

ス

ル

所

ノ

如

ク

聴

許

ス

ト

指

令

セ

リ
九

月

四

日

第

三

十

四

號

小

田

縣

ヨ

リ

本

年

第

八

十

一

號

公

布

貸

附

金

穀

取

立

法

則

ノ

内

、

解

シ

カ

タ

キ

条

ヲ

揚

ケ

詳

細

指

示

ヲ

淂

ン

ト

稟

問

セ

リ

、

因

テ

第

一

條

従

前

約

定

期

限

淹

滞

セ

ル

本

年

第

八

十

一

號

公

布

以

前

ノ

分

ハ

悉

皆

皆

取

立

、

其

餘

返

納

残

ヲ

以

テ

公

布

定

則

ニ

照

準

シ

取

立

ヘ

シ

ト

雖

モ

、

不

淂

止

ノ

事

故

ア

リ

テ

返

納

淹

滞

セ

シ

分

ハ

現

金

残

高

ヲ

取

立

ヘ

シ

、

且

残

元

金

ヘ

利

子

詰

込

ア

ル

分

ハ

公

布

第

四

條

ニ

照

準

シ

総

テ

利

子

除

去

ス

ヘ

シ

、

第

二

條

候

ス

ル

所

ノ

如

シ

、

第

三

條

金

穀

貸

附

ノ

節

物

品

引

宛

ア

ル

分

ハ

、

返

納

期

限

ニ

滿

ル

ト

キ

ハ

一

時

取

立

、

若

シ

取

立

カ

タ

キ

分

ハ

引

宛

ノ

物

品

入

札

拂

ニ

處

シ

、

代

價

貸

附

高

ヨ

リ

餘

贏

ア

レ

ハ

借

主

ヘ

下

戻

シ

、

不

足

ナ

レ

ハ

借

主

ヨ

リ

辨

償

セ

シ

ム

ヘ

シ

、

返

納

期

限

未

滿

ノ

分

ハ

公

布

定

則

ニ

據

リ

取

立

ヘ

シ

、

第

四

條

金

銀

ト

モ

同

一

ト

了

知

ス

可

シ

、

尚

詳

細

ノ

儀

ハ

追

テ

證

書

下

付

ノ

節

指

揮

ニ

及

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

八

日

第

三

十

五

號

福

岡

縣

ヨ

リ

貸

附

金

穀

取

立

法

則

第

六

條

引

宛

物

品

入

札

拂

云

々

ハ

、

一

時

ノ

相

塲

ニ

依

リ

返

納

金

高

ニ

不

充

ト

キ

ハ

不

足

金

年

賦

ニ

上

納

セ

シ

メ

、

返

納

金

高

ヨ

リ

餘



金

ア

ル

ト

キ

ハ

借

主

ヘ

下

戻

ス

可

キ

ヤ

、

或

ハ

不

足

金

ハ

官

ヨ

リ

辨

償

シ

餘

金

ハ

官

ノ

益

ト

了

知

ス

可

キ

ヤ

、

至

急

指

示

ヲ

得

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

物

品

引

宛

ア

ル

分

返

納

期

限

ニ

滿

ル

ト

キ

ハ

一

時

取

立

、

或

ハ

取

立

カ

タ

キ

時

ハ

物

品

入

札

拂

餘

金

ヲ

借

主

ヘ

下

戻

シ

、

不

足

ス

ル

時

ハ

借

主

ヨ

リ

辨

償

セ

シ

ム

可

シ

、

返

納

期

限

未

滿

ノ

分

ハ

本

年

第

八

十

一

號

公

布

定

則

ニ

據

リ

取

立

ヘ

シ

、

尚

調

査

ノ

上

追

テ

證

書

下

付

ノ

節

指

示

ニ

及

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

九

日

第

三

十

六

號

北

條

縣

ヨ

リ

舊

藩

々

貸

附

金

取

立

法

則

第

六

條

但

書

ノ

趣

ヲ

以

テ

調

査

セ

シ

ニ

、

別

紙

證

書

寫

數

通

ノ

内

淺

山

岩

藏

ヘ

貸

附

銀

ノ

儀

ハ

、

舊

津

山

藩

於

テ

物

産

ノ

為

メ

炭

焼

出

シ

ノ

方

法

ヲ

設

立

シ

、

同

人

居

小

屋

ヲ

借

受

ケ

同

人

モ

資

産

ノ

為

メ

銀

札

借

用

セ

シ

ニ

テ

、

其

他

香

山

教

平

ヘ

ハ

木

實

油

、

亀

井

藤

助

ヘ

ハ

魚

市

資

産

ノ

儀

ニ

付

貸

附

セ

シ

ニ

由

リ

、

第

十

二

條

ニ

照

準

シ

請

フ

八

ヶ

年

賦

上

納

セ

シ

メ

ン

、

流

郷

耕

作

外

一

人

ハ

上

納

方

再

三

達

セ

シ

ニ

別

紙

歎

願

書

ノ

如

ク

上

申

セ

リ

、

因

テ

糺

査

セ

シ

ニ

事

實

差

違

ナ

キ

ニ

由

リ

、

聴

許

ヲ

得

ン

ト

別

紙

書

類

ヲ

副

ヘ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

田

畑

等

引

宛

貸

附

ノ

分

ハ

、

別

格

ノ

詮

議

ヲ

以

テ

別

紙

甲

印

ヨ

リ

乙

印

マ

テ

、

法

則

第

十

二

條

丁

戊

印

ノ

分

ハ

第

十

八

條

ニ

照

準

シ

取

立

ヘ

シ

ト

雖

モ

、

追

テ

調

査

ノ

上

證

書

下

付

更

ニ

指

示

ニ

及

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

十

日

第

三

十

七

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

舊

舞

鶴

縣

於

テ

管

内

町

方

ノ

者

ヘ

楮

幣

貸

渡

ノ

儀

ハ

、

田

畑

山

林

家

屋

敷

等

引

宛

ア

ル

ニ

由

リ

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

基

キ

一

時

上

納

、

又

ハ

入

札

拂

ニ

處

セ

ン

ト

調

査

セ

シ

ニ

、

借

主

ハ

何

レ

モ

近

年

商

業

ノ

機

會

ヲ

失

ヒ

連

々

資

産

傾

頽

シ

、

若

干

ノ

負

債

ヲ

重

子

不

淂

止

別

紙

ノ

如

ク

歎

願

セ

ル

ニ

由

リ

事

情

糺

査

セ

シ

ニ

、

上

申

ノ

旨

趣

ハ

差

違

ナ

キ

ヲ

以

テ

百

方

督

責

ニ

及

フ

ト

モ

、

一

時

返

納

ノ

目

途

ナ

キ

ニ

由

リ

願

ノ

如

ク

拾

五

ヶ

年

賦

返

納

セ

シ

メ

ン

ト

、

證

書

四

通

願

書

三

冊

ヲ

副

ヘ

稟

候

セ

リ

、

因

テ

田

畑

山

林

等

不

動

産

ノ

類

引

宛

貸

附

ノ

分

ハ

、

法

則

第

六

條

但



書

ノ

如

ク

事

故

上

申

ノ

上

ヘ

ヲ

以

テ

別

ニ

詮

議

及

ヘ

キ

ニ

由

リ

、

候

ス

ル

所

ハ

聴

許

シ

難

シ

、

尤

法

則

第

十

八

條

ニ

照

準

シ

取

立

ニ

及

ヘ

シ

ト

雖

モ

、

追

テ

調

査

ノ

上

證

書

下

付

更

ニ

指

示

ニ

及

フ

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

十

日

第

三

十

八

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

舊

篠

山

縣

於

テ

書

面

村

方

ヘ

火

災

農

具

料

等

ニ

貸

渡

ノ

分

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

基

キ

調

査

セ

シ

ニ

年

賦

割

合

ノ

如

ク

取

立

上

納

シ

、

證

書

ハ

壬

申

第

九

十

一

號

公

布

書

式

ニ

随

ヒ

、

更

ニ

證

書

ヲ

調

査

シ

上

進

セ

ン

ト

舊

官

員

ヨ

リ

送

付

ノ

調

査

書

ヲ

副

ヘ

申

牒

セ

リ

、

因

テ

牒

ス

ル

所

ノ

如

ク

處

分

ス

ヘ

シ

、

更

ニ

證

書

調

査

上

進

ニ

及

ハ

ス

、

當

省

於

テ

調

査

ノ

上

追

テ

指

示

ニ

及

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

十

三

日

第

三

十

九

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

舊

鶴

牧

縣

於

テ

管

内

和

田

村

弥

太

郎

ヘ

貸

渡

金

ノ

儀

ニ

付

調

査

セ

シ

ニ

、

同

管

内

上

田

村

夘

兵

衛

融

通

ノ

為

メ

、

先

年

舊

藩

製

造

ノ

紙

幣

出

札

方

ノ

願

ノ

上

取

扱

ハ

セ

シ

ニ

、

追

々

産

資

傾

頽

ニ

及

ヒ

引

換

方

差

支

ヘ

下

民

艱

苦

セ

ル

ニ

由

リ

、

金

千

百

拾

五

圓

貸

渡

シ

、

家

財

其

他

所

有

ノ

物

品

悉

ク

計

算

セ

シ

ニ

引

換

ノ

目

算

ニ

充

ラ

ス

、

前

書

弥

太

郎

ハ

素

ヨ

リ

紙

幣

出

札

方

組

合

ナ

ル

ヲ

以

テ

引

換

不

足

金

ノ

辨

給

シ

難

キ

旨

ヲ

歎

訴

シ

、

夘

兵

衛

ヘ

貸

下

金

ハ

弥

太

郎

引

受

ケ

永

年

賦

上

納

セ

ン

ト

歎

願

セ

シ

ヲ

以

テ

事

實

糺

査

セ

シ

ニ

、

不

得

止

ニ

由

リ

舊

縣

於

テ

聴

許

セ

シ

如

ク

五

十

ヶ

年

賦

上

納

セ

シ

メ

ン

ト

舊

官

員

ヨ

リ

送

付

ノ

書

類

ヲ

副

ヘ

稟

候

セ

リ

、

因

テ

候

ス

ル

所

ハ

聴

許

シ

難

キ

ニ

由

リ

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

照

準

シ

取

立

ヘ

シ

、

尤

調

査

ノ

上

追

テ

證

書

下

付

更

ニ

指

揮

ニ

及

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

十

三

日

第

四

十

號

小

田

縣

ヨ

リ

舊

藩

々

於

テ

諸

方

ヘ

貸

渡

金

穀

ノ

内

、

初

年

若

干

ノ

金

ヲ

貸

渡

シ

追

々

返

償

後

年

ニ

至

リ

切

替

證

書

上

進

ノ

分

、

本

年

第

八

十

二

號

公

布

ニ

切

替

證

書

ハ

総

テ

貸

出

初

年

ヲ

以

テ

處

分

云

々

ト

ア

ル

ヲ

以

テ

、

貸

渡

金

穀

切

替

證

書

ハ

右

ニ

準

シ



初

年

ヲ

以

テ

種

類

ニ

應

シ

取

立

ヘ

キ

ヤ

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

切

替

證

書

ハ

負

債

償

還

定

則

同

一

貸

出

初

年

ヲ

以

テ

處

分

ス

可

キ

ナ

レ

ト

モ

、

古

證

書

断

裁

或

ハ

焼

捨

等

ニ

テ

現

實

照

査

ス

ヘ

キ

證

據

ナ

ク

起

原

不

分

明

ノ

類

ハ

、

改

正

年

度

ヲ

以

テ

處

分

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

十

五

日

第

四

十

一

號

白

川

縣

ヨ

リ

舊

藩

士

及

市

在

ヘ

貸

付

ア

リ

シ

銭

札

元

帳

并

證

書

進

達

遅

延

セ

シ

儀

ハ

、

猶

豫

ヲ

願

ヒ

シ

如

ク

ニ

シ

テ

根

方

精

細

調

査

セ

シ

ニ

、

去

秋

林

大

藏

少

丞

巡

廻

ノ

際

申

報

セ

シ

銭

札

高

差

違

セ

ル

廉

不

少

、

仍

テ

猶

又

審

明

廉

書

ヲ

以

テ

具

状

ス

、

但

シ

舊

藩

貸

付

根

方

二

重

ノ

廉

ア

ル

ハ

、

各

區

戸

長

調

査

ト

根

方

ト

ノ

名

前

牴

牾

シ

、

且

他

人

ノ

田

地

ヲ

借

受

引

當

ニ

差

出

シ

置

シ

分

、

又

ハ

持

主

ノ

名

前

ニ

テ

申

報

セ

シ

分

モ

コ

レ

有

ル

ヲ

以

テ

重

複

ノ

分

ヲ

差

省

ケ

リ

、

又

諸

郷

會

所

ヨ

リ

貸

付

ノ

分

ハ

官

銭

差

加

ヘ

官

員

取

扱

来

リ

シ

ニ

付

、

向

キ

ニ

出

銭

セ

シ

メ

會

所

ニ

豫

リ

置

キ

士

民

ヘ

地

方

引

等

ヲ

以

テ

貸

付

タ

ル

ニ

、

藩

政

改

革

ノ

際

右

集

銭

ハ

村

々

ヘ

下

戻

シ

消

却

セ

シ

ニ

付

此

分

モ

省

ケ

リ

、

久

住

會

所

ノ

儀

ハ

小

民

成

立

ノ

為

メ

土

臺

官

ヨ

リ

下

渡

セ

シ

備

銭

ノ

内

ヲ

以

テ

藩

士

ヘ

貸

付

タ

ル

ニ

由

リ

、

他

ノ

會

所

集

銭

貸

付

ノ

類

ト

同

カ

ラ

ス

、

仍

テ

届

漏

ノ

廉

ハ

更

ニ

調

査

ヲ

加

ヘ

稟

報

ス

、

尤

届

高

ノ

内

證

書

コ

レ

ナ

ク

、

舊

前

ノ

貸

付

ニ

テ

返

納

ノ

道

ナ

ク

、

年

賦

取

立

等

モ

コ

レ

ナ

ク

根

元

分

明

ナ

ラ

サ

ル

分

ハ

、

此

回

布

達

ノ

旨

ニ

照

シ

一

切

棄

捐

ノ

部

ニ

属

シ

タ

リ

、

右

廉

々

別

冊

明

細

書

ノ

如

ク

ニ

テ

、

兼

テ

負

債

掛

派

出

官

員

ヨ

リ

演

達

ノ

旨

ニ

基

キ

、

精

細

調

査

シ

棄

捐

ニ

属

セ

ル

證

書

ヲ

除

ク

ノ

外

元

帳

并

證

書

明

細

書

等

ヲ

添

テ

進

達

セ

ル

ニ

付

、

去

秋

林

少

丞

ヘ

申

報

セ

シ

分

ハ

消

除

ヲ

請

フ

ト

申

牒

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

貸

付

金

穀

證

書

本

帳

等

悉

皆

差

出

シ

指

揮

ヲ

受

ヘ

キ

ニ

、

其

儀

ナ

ク

棄

捐

ニ

属

セ

ル

證

書

ヲ

進

達

セ

サ

ル

ハ

不

都

合

ニ

付

、

右

金

高

及

貸

下

創

年

且

産

資

又

ハ

救

助

或

ハ

要

用

ニ

付

、

貸

下

等

ノ

區

分

ヲ

立

テ

仕

譯

書

相

添

ヘ

更

ニ

進

達

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

十

七

日

第

四

十

二

號



豊

岡

縣

ヨ

リ

舊

湯

長

谷

鶴

牧

両

縣

於

テ

管

内

村

々

ヘ

貧

民

救

助

ノ

為

メ

貸

渡

米

金

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

基

キ

書

面

ノ

米

金

年

賦

割

合

ノ

如

ク

取

立

上

納

シ

、

證

書

ハ

壬

申

第

百

九

十

一

號

公

布

書

式

ニ

随

ヒ

、

更

ニ

證

書

上

進

セ

ン

ト

稟

報

セ

リ

、

因

テ

貸

下

金

穀

取

立

方

ハ

調

査

ヲ

遂

ケ

追

テ

指

揮

ニ

及

ヘ

シ

、

證

書

上

進

ハ

追

テ

指

揮

ニ

及

ヘ

キ

ニ

由

リ

即

今

上

進

ニ

及

ハ

ス

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

十

九

日

第

四

十

三

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

舊

峰

山

縣

於

テ

分

轄

江

州

鵜

川

村

水

災

夫

食

小

屋

掛

料

等

貧

民

救

助

ノ

為

メ

貸

下

金

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

基

キ

書

面

ノ

金

高

年

賦

割

合

ノ

如

ク

取

立

上

納

ス

ヘ

シ

、

尤

指

令

濟

ノ

上

ハ

同

村

本

管

滋

賀

縣

ヘ

モ

通

達

ニ

及

ヘ

シ

ト

申

牒

セ

リ

、

因

テ

牒

ス

ル

所

ハ

向

後

滋

賀

縣

於

テ

取

立

ヘ

シ

ト

同

縣

ヘ

達

セ

ル

ニ

由

リ

、

其

旨

了

知

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

十

九

日

第

四

十

四

號

三

潴

縣

ヨ

リ

向

キ

ニ

舊

縣

々

貸

付

年

賦

返

納

金

、

壬

申

十

月

中

ニ

上

納

ス

ヘ

キ

内

既

納

未

納

區

々

ナ

ル

ニ

由

リ

、

既

納

ノ

分

一

旦

下

戻

ノ

上

一

般

至

當

ノ

處

分

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

再

度

稟

候

セ

シ

ニ

、

候

ス

ル

所

ハ

聴

許

シ

難

キ

ニ

由

リ

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

以

前

上

納

ス

ヘ

キ

約

定

ノ

分

ハ

一

般

公

平

ニ

取

立

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

ア

リ

、

然

ル

ニ

貸

附

金

本

帳

類

ハ

総

テ

貴

省

負

債

掛

官

員

巡

廻

ノ

際

付

與

セ

シ

ニ

由

リ

、

調

査

ノ

根

據

ナ

ク

取

立

方

明

瞭

ナ

ラ

サ

ル

ヲ

以

テ

、

本

帳

類

別

紙

目

録

ノ

如

ク

下

付

ヲ

淂

ン

ト

申

請

セ

リ

、

因

テ

即

今

撿

査

中

ナ

ル

ニ

由

リ

追

テ

下

付

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

十

九

日

第

四

十

五

號

和

歌

山

縣

ヨ

リ

舊

和

歌

山

藩

於

テ

管

内

村

々

ヘ

貸

下

ケ

種

米

ハ

、

本

年

八

十

一

號

公

布

ニ

基

キ

本

年

ヨ

リ

棄

捐

シ

、

壬

申

年

取

立

利

米

ハ

地

拂

代

金

臨

時

上

納

セ

ン

ト

向

キ

ニ

稟

候

セ

シ

ニ

、

壬

申

年

取

立

米

ハ

候

ス

ル

所

ノ

如

ク

處

分

シ

、

元

米

貸

出

年

度

ニ

依

リ

取

捨

ス

ヘ

キ

ニ

由

リ

創

年

調

査

シ

上

申

ス

ヘ

シ

ト

指

令

ア

リ

、

右

ハ

寛

永

年



中

利

米

三

割

ニ

テ

貸

渡

シ

、

正

保

年

中

ヨ

リ

壹

割

用

捨

、

貳

割

ノ

利

米

ヲ

納

来

リ

シ

ハ

舊

藩

ヨ

リ

送

付

ノ

舊

記

別

紙

抜

書

ノ

如

ク

ナ

ル

ニ

由

リ

此

旨

上

申

ス

、

請

フ

速

ニ

指

揮

ヲ

得

ン

ト

申

請

セ

リ

、

因

テ

申

請

ノ

如

ク

棄

捐

ヲ

達

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

二

十

九

日

第

四

十

六

號

豐

岡

縣

ヨ

リ

向

キ

ニ

舊

宮

津

縣

士

族

卒

ヘ

貸

付

銭

返

納

残

ノ

内

、

假

リ

取

立

金

千

拾

圓

餘

下

戻

方

ヲ

稟

候

セ

シ

ニ

、

聴

許

シ

難

キ

ヲ

以

テ

上

納

方

上

申

ス

ヘ

シ

ト

指

令

ア

リ

、

然

ル

ニ

士

族

卒

家

禄

米

ノ

内

ヲ

以

テ

返

納

ノ

儀

、

喋

々

苦

情

ヲ

愁

訴

セ

シ

ハ

不

淂

止

ノ

事

情

ナ

ル

ニ

由

リ

、

米

壹

石

代

金

壹

圓

五

拾

銭

ノ

宛

ヲ

以

テ

假

リ

ニ

取

立

置

キ

更

ニ

稟

候

ス

ヘ

キ

意

見

ナ

ル

ニ

、

貸

付

金

穀

取

立

法

則

公

布

ア

ル

ニ

由

リ

家

禄

引

宛

ノ

廉

ヲ

以

テ

棄

捐

シ

、

且

假

リ

取

立

ノ

名

義

ナ

ル

ニ

由

リ

、

特

別

ノ

高

裁

ヲ

以

テ

前

書

金

高

下

戻

方

ノ

聴

許

ヲ

得

ン

ト

再

ヒ

稟

候

セ

リ

、

因

テ

再

度

稟

候

ノ

旨

趣

ハ

他

縣

ニ

差

響

キ

聴

許

シ

難

キ

ニ

由

リ

、

最

前

達

旨

ノ

如

ク

了

知

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

三

十

日

第

四

拾

七

號

奈

良

縣

ヨ

リ

舊

郡

山

柳

生

兩

縣

貸

付

取

立

金

貳

百

三

拾

壹

圓

六

拾

五

銭

貳

厘

及

ヒ

舊

柳

生

縣

準

備

金

貸

付

利

金

貳

圓

七

拾

銭

紙

幣

寮

ヘ

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
九

月

三

十

日

大

藏

省

考

課

状

國

債

寮

貸

附

ノ

部

明

治

六

年

十

月

ヨ

リ

十

二

月

ニ

至

ル

第

一

号

和

歌

山

縣

ヨ

リ

舊

諸

藩

貸

附

金

穀

取

立

法

則

ニ

付

、

別

紙

抜

書

ノ

如

ク

處

分

シ

然

ル

可

キ

ヤ

請

フ

指

示

ヲ

淂

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

當

省

於

テ

調

査

ヲ

遂

ケ

取

捨

ヲ

區

別



シ

追

テ

證

書

下

付

ノ

節

更

ニ

指

揮

ニ

及

ヘ

シ

、

其

縣

於

テ

調

査

ニ

及

ハ

ス

ト

指

令

セ

リ
十

月

三

日

第

二

号

青

森

縣

ヨ

リ

舊

藩

々

貸

附

金

穀

取

立

法

則

公

布

ア

ル

ニ

、

舊

弘

前

藩

於

テ

管

内

商

今

村

九

左

衞

門

外

三

名

ヘ

貸

附

金

返

納

難

渋

ノ

旨

上

申

セ

ル

ヲ

以

テ

即

今

調

査

中

ナ

レ

ト

モ

、

右

四

名

ト

モ

英

國

商

人

ヨ

リ

係

ル

負

債

ニ

付

別

紙

寫

ノ

如

ク

司

法

省

ヨ

リ

達

旨

ア

ル

ヲ

以

テ

、

所

有

ノ

家

財

等

調

査

シ

同

省

ヘ

上

申

セ

シ

ニ

由

リ

、

身

代

限

リ

裁

決

ノ

上

ハ

前

書

貸

渡

金

高

ヘ

モ

分

賦

ア

ル

可

シ

ト

司

法

省

ヘ

上

申

セ

シ

調

査

書

類

ヲ

副

ヘ

申

牒

セ

リ

、

因

テ

今

村

九

左

衞

門

外

三

人

ヘ

英

商

ヨ

リ

係

ル

滞

金

一

件

、

司

法

省

ヨ

リ

達

旨

ア

ル

ヲ

以

テ

身

代

限

云

々

申

牒

ノ

旨

趣

不

淂

止

ニ

由

リ

、

裁

判

所

ヘ

商

議

振

モ

コ

レ

ア

ル

ニ

由

リ

、

舊

藩

ヨ

リ

貸

附

證

書

本

紙

等

上

進

ス

可

シ

ト

主

任

官

員

ヨ

リ

督

促

ス

ト

雖

モ

、

未

タ

進

達

セ

サ

レ

ハ

不

都

合

ナ

リ

、

仍

テ

徃

復

ノ

日

數

ヲ

除

キ

五

日

限

リ

上

進

ス

可

シ

、

但

貸

附

金

穀

本

帳

ニ

證

書

ヲ

副

ヘ

上

進

ス

可

キ

旨

辛

未

十

二

月

公

布

尓

来

追

々

布

達

セ

シ

ニ

、

其

縣

所

轄

舊

藩

々

ノ

内

本

紙

進

達

セ

サ

レ

ハ

即

今

處

分

ノ

際

ニ

臨

ミ

差

支

ヘ

不

少

ニ

由

リ

遺

漏

ア

ラ

ハ

本

件

同

一

ニ

収

束

シ

上

進

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

四

日

第

三

号

小

倉

縣

ヨ

リ

舊

豊

津

縣

貸

附

ノ

内

免

足

仕

詰

拜

借

ト

唱

ヘ

定

免

保

難

キ

分

ハ

不

足

ノ

分

借

用

證

書

差

入

サ

セ

皆

納

ノ

姿

ニ

取

計

シ

分

ア

リ

、

右

ハ

此

囘

悉

皆

棄

捐

セ

ン

ト

向

キ

ニ

稟

候

セ

シ

ニ

各

縣

ヘ

差

響

キ

聽

許

シ

難

キ

旨

指

令

ア

リ

、

然

ル

ニ

本

年

八

十

一

号

公

布

貸

附

法

則

中

正

租

雜

税

不

納

ニ

テ

貸

附

ノ

分

ハ

、

特

別

ノ

詮

議

ア

ル

ニ

由

リ

貸

附

ノ

原

由

及

実

地

取

立

方

等

調

査

ノ

上

稟

候

ス

可

シ

云

々

ヲ

以

テ

、

前

書

帳

簿

ノ

内

租

税

不

納

異

称

口

等

區

別

シ

別

冊

上

進

ス

、

其

原

由

及

取

立

方

等

ハ

向

キ

ニ

詳

細

上

申

セ

シ

如

ク

ナ

ル

ニ

由

リ

、

特

別

ノ

高

議

ヲ

以

テ

棄

捐

ヲ

淂

ン

ト

再

ヒ

稟

候

セ

リ

、

因

テ

出

格

ノ

詮

議

ヲ

以

テ

悉

皆

棄

捐

ノ

儀

聽

許

ス

ト

指

令

セ

リ
十

月

五

日



第

四

号

敦

賀

縣

ヨ

リ

舊

鯖

江

藩

準

備

紙

幣

ノ

内

貸

附

ノ

儀

ニ

付

、

向

キ

ニ

指

令

ア

ル

如

ク

貸

附

證

書

悉

ク

収

束

シ

且

仕

譯

書

ヲ

副

ヘ

上

申

セ

シ

ニ

、

頃

日

舊

藩

々

貸

附

取

立

ノ

法

則

公

布

ア

ル

ニ

由

リ

年

歴

名

義

ニ

依

リ

、

法

則

ニ

照

準

シ

各

箇

仕

譯

調

査

セ

ル

ニ

不

分

明

ノ

條

件

ア

ル

ヲ

以

テ

、

向

キ

ニ

上

進

セ

シ

證

書

別

冊

仕

譯

書

ノ

分

一

旦

下

付

ヲ

淂

ン

ト

申

請

セ

リ

、

乃

チ

當

省

於

テ

仕

譯

調

査

ヲ

遂

ケ

證

書

下

付

セ

ル

ニ

由

リ

、

右

ニ

準

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

七

日

第

五

号

千

葉

縣

ヨ

リ

舊

佐

倉

藩

管

内

貧

民

生

児

救

育

ノ

為

メ

貸

下

金

ノ

儀

ニ

付

、

舊

木

更

津

縣

ヘ

指

令

ノ

旨

ニ

基

キ

現

在

金

貳

千

貳

百

貳

拾

壱

円

餘

ハ

上

納

シ

、

廳

中

費

用

金

貳

千

五

百

円

ハ

棄

捐

ヲ

達

セ

ン

ト

ス

、

然

ル

ニ

其

他

貸

下

及

滞

利

金

等

新

古

ニ

依

リ

、

年

賦

長

短

利

足

異

同

ア

ル

ヲ

以

テ

育

児

金

貸

下

ノ

部

ニ

組

入

カ

タ

シ

、

右

ハ

本

年

第

八

十

一

号

公

布

條

例

ニ

照

準

シ

、

元

金

ハ

本

年

ヨ

リ

無

利

十

ヶ

年

賦

、

滞

利

ハ

棄

捐

ス

可

キ

ニ

由

リ

、

各

種

貸

附

元

金

ノ

分

ハ

年

賦

割

換

ヘ

、

取

立

ノ

時

々

育

児

金

エ

組

入

、

滿

期

ノ

後

更

ニ

五

ヶ

年

賦

ヲ

以

テ

請

フ

、

當

縣

ヨ

リ

返

納

セ

ン

且

前

文

ノ

如

ク

現

今

既

ニ

貸

附

ア

リ

シ

ニ

由

リ

一

旦

上

納

、

更

ニ

拝

借

ノ

都

合

ニ

至

リ

難

キ

ヲ

以

テ

、

本

年

ヨ

リ

十

ヶ

年

取

立

ノ

金

員

ニ

隨

ヒ

其

年

々

拝

借

ノ

證

書

ヲ

上

進

セ

ン

、

因

テ

滞

利

金

五

百

八

拾

三

円

餘

ハ

棄

捐

シ

、

現

今

貸

下

元

金

五

千

貳

百

六

拾

三

円

餘

ノ

ミ

更

ニ

貸

渡

ノ

指

令

ヲ

蒙

ラ

ン

ト

再

候

セ

リ

、

於

是

テ

向

キ

ニ

事

情

上

申

ア

ル

ニ

由

リ

、

法

則

ニ

拘

ハ

ラ

ス

格

別

ノ

詮

議

ニ

及

ヘ

キ

ニ

再

申

ノ

旨

趣

、

不

淂

止

ヲ

以

テ

滞

利

金

ハ

棄

捐

シ

、

元

金

ハ

證

書

ヲ

以

テ

一

旦

上

納

更

ニ

拜

借

十

ヶ

年

据

置

キ

翌

年

ヨ

リ

五

ヶ

年

賦

返

納

聽

許

セ

ル

ニ

由

リ

、

長

官

奧

印

ノ

證

書

上

進

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

八

日

第

六

号

置

賜

縣

ヨ

リ

向

キ

ニ

上

進

セ

シ

㴼

米

澤

藩

貸

下

帳

ノ

内

ヘ

父

駒

代

年

賦

取

立

ヘ

キ

分



ヲ

収

入

セ

シ

ニ

、

右

ハ

従

前

㴼

米

澤

藩

厩

吏

藩

中

及

ヒ

市

中

富

有

ノ

者

ヨ

リ

金

錢

借

受

ケ

管

内

馬

商

ヘ

貸

附

馬

児

ノ

繁

殖

ヲ

謀

リ

、

元

利

取

立

ノ

上

ハ

金

主

ヘ

返

償

セ

シ

ニ

由

リ

、

金

主

モ

亦

官

ノ

力

ニ

依

テ

万

全

ヲ

計

リ

、

上

下

互

ニ

便

宜

ノ

方

法

ヲ

以

テ

相

除

キ

調

査

ス

可

キ

ニ

、

從

來

官

ニ

テ

所

管

セ

シ

ニ

由

リ

誤

テ

公

私

混

同

上

申

セ

シ

ハ

不

都

合

ナ

レ

ト

モ

、

本

帳

中

父

駒

代

ノ

分

ハ

消

除

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

乞

フ

ト

申

牒

セ

リ

、

因

テ

申

請

ノ

旨

趣

ハ

聴

許

シ

書

類

下

付

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

八

日

第

七

号

愛

知

縣

ヨ

リ

㴼

名

護

屋

藩

貸

附

科

局

金

ノ

儀

、

天

地

人

印

三

冊

ニ

部

分

調

査

シ

向

キ

ニ

進

達

セ

シ

ニ

、

右

ノ

内

民

物

ハ

適

宜

處

分

シ

官

物

及

社

金

ニ

属

ス

ル

外

ハ

縣

廳

存

在

ノ

本

帳

證

書

等

上

進

稟

候

ス

可

シ

ト

指

令

ア

ル

ニ

由

リ

、

乃

チ

調

査

セ

シ

ニ

徃

々

官

民

混

淆

シ

本

帳

證

書

ナ

キ

者

多

シ

、

且

金

員

再

度

照

會

調

査

セ

シ

ニ

最

前

進

達

セ

シ

高

ト

齟

齬

セ

ル

ニ

由

リ

、

兼

テ

上

進

セ

シ

天

地

人

印

簿

冊

ニ

調

査

ノ

件

々

ヲ

朱

書

シ

、

㴼

縣

送

付

ノ

本

帳

證

書

類

ト

モ

悉

皆

収

括

シ

、

別

紙

目

録

ノ

如

ク

上

進

シ

、

請

フ

指

揮

ヲ

淂

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

於

是

テ

簿

冊

天

部

等

ヲ

両

印

ヲ

除

キ

其

他

ハ

総

テ

上

申

ノ

如

シ

、

地

部

タ

印

及

人

部

ノ

マ

コ

テ

四

印

ハ

意

見

ノ

如

シ

、

地

部

レ

印

人

部

オ

フ

両

印

ハ

不

都

合

ノ

件

ア

リ

ト

雖

モ

、

格

外

ノ

詮

議

ヲ

以

テ

上

申

ノ

如

ク

聴

許

ス

、

其

他

ノ

件

々

ハ

附

箋

ノ

如

ク

了

知

ス

可

シ

、

尤

右

ノ

内

既

ニ

取

立

ア

リ

シ

金

百

円

ハ

速

ニ

上

納

ス

可

シ

、

総

テ

貸

附

ノ

分

ハ

書

類

調

査

ヲ

遂

ケ

追

テ

指

揮

ニ

及

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

八

日

第

八

号

三

重

縣

ヨ

リ

㴼

神

戸

縣

紙

幣

引

換

準

備

金

貸

附

ノ

儀

ニ

付

、

向

キ

ニ

貴

省

負

債

掛

ヨ

リ

再

度

達

旨

ノ

趣

了

承

セ

リ

、

右

ハ

戊

辰

年

同

縣

士

族

清

水

宗

十

郎

商

賣

開

業

云

々

及

士

卒

ヘ

貸

下

金

棄

捐

ノ

稟

候

ニ

、

禄

米

ノ

内

四

百

石

餘

同

縣

ヘ

借

上

ア

ル

趣

云

々

ノ

儀

㴼
官

員

ヘ

達

シ

調

査

セ

シ

ニ

、

別

紙

ノ

如

ク

上

申

セ

ル

ニ

由

リ

之

レ

ヲ

進

達

ス

ト

申

牒

セ

リ

、

因

テ

各

名

證

書

ナ

ク

家

禄

引

宛

ノ

旨

帳

簿

ニ

記

載

ナ

キ

ヲ

以

テ

不

都



合

ナ

レ

ト

モ

、

向

キ

ニ

連

々

上

申

ノ

事

実

不

淂

止

ニ

由

リ

申

請

ノ

如

ク

聴

許

ス

ト

指

令

セ

リ
十

月

十

日

第

九

号

濵

田

縣

ヨ

リ

當

縣

管

下

壬

申

春

震

災

ノ

節

、

入

費

引

當

ト

シ

テ

専

斷

ヲ

以

テ

置

米

ニ

取

計

ヒ

シ

米

員

遣

拂

殘

リ

及

ヒ

貸

附

利

米

ノ

内

、

半

万

ヲ

義

倉

ヘ

収

藏

セ

ン

ト

向

キ

ニ

稟

候

セ

シ

ニ

、

聴

許

ア

ラ

サ

ル

ヲ

以

テ

入

札

拂

ニ

處

分

セ

シ

上

、

右

代

金

六

千

六

百

六

拾

六

円

拾

四

錢

五

厘

出

納

寮

ヘ

上

納

ス

可

ク

、

且

取

立

利

米

借

主

元

高

詳

細

仕

譯

書

及

ヒ

種

貸

米

㴼

藩

々

貸

附

金

穀

證

書

等

連

々

達

旨

ノ

如

ク

上

進

ス

可

シ

、

尤

辛

未

年

震

災

ノ

節

貸

下

ノ

分

ハ

、

向

キ

ニ

指

令

ノ

如

ク

證

書

類

上

進

ニ

及

ハ

ス

ト

本

年

五

月

指

令

ア

リ

、

然

ル

ニ

種

貸

其

他

貸

附

米

元

高

ノ

儀

ハ

、

辛

未

十

二

月

ノ

指

令

ニ

基

キ

一

旦

返

納

、

更

ニ

壬

申

ヨ

リ

甲

戌

マ

テ

三

ヶ

年

賦

貸

下

ケ

證

書

ハ

出

納

寮

ヘ

送

付

シ

、

貸

附

元

米

ハ

第

八

十

一

号

布

告

ニ

依

リ

、

壬

申

年

分

上

納

殘

リ

元

米

ノ

儀

ハ

棄

捐

セ

ン

ト

本

年

五

月

稟

候

セ

シ

ニ

、

候

ス

ル

處

ノ

如

ク

聴

許

ア

リ

、

乃

チ

別

紙

書

面

利

米

代

金

ハ

出

納

寮

ヘ

上

納

セ

ン

、

正

租

代

金

ハ

租

税

ノ

内

ヘ

籠

リ

已

ニ

租

税

寮

ヘ

上

納

セ

リ

、

貸

附

米

及

ヒ

置

米

殘

ノ

處

分

等

ハ

其

時

々

伺

濟

ノ

書

類

寫

ヲ

副

ヘ

テ

申

牒

セ

リ

、

因

テ

牒

ス

ル

所

ノ

趣

ハ

聴

取

ス

ト

指

令

セ

リ
十

月

十

三

日

第

十

号

橡

木

縣

ヨ

リ

㴼

大

田

原

貸

附

胤

馬

糴

駒

代

金

ハ

、

農

馬

蕃

殖

ノ

為

メ

別

ニ

方

法

ノ

設

立

ア

ル

ニ

、

壬

申

六

月

貸

下

調

査

帳

ヘ

混

入

上

進

セ

シ

ニ

由

リ

消

除

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

申

請

セ

シ

ト

雖

モ

、

右

ハ

調

査

差

謬

セ

ル

ヲ

以

テ

既

ニ

上

進

セ

シ

申

請

書

ハ

下

戻

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

乞

フ

ト

申

牒

セ

リ

、

因

テ

牒

ス

ル

所

ノ

如

ク

本

年

六

月

進

達

ノ

書

面

下

付

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

十

四

日

第

十

一

号

濵

松

縣

ヨ

リ

㴼

静

岡

蕃

管

内

遠

州

郡

村

ヘ

己

巳

年

収

納

ノ

内

ヲ

以

テ

夫

食

及

作

夫

食

等

ニ

貸

渡

、

別

紙

仕

譯

書

ノ

如

ク

年

賦

返

納

證

書

當

縣

ヘ

送

付

ア

ル

ニ

由

リ

調

査

セ



シ

ニ

、

右

村

々

連

年

困

窮

ニ

迫

リ

壬

申

年

分

ニ

至

リ

、

迅

速

返

納

ノ

目

的

ナ

キ

ヲ

以

テ

屢

歎

願

セ

ル

ニ

由

リ

不

淂

止

遷

延

セ

リ

、

然

ル

ニ

本

年

第

八

十

一

号

公

布

第

十

一

條

ニ

照

準

シ

、

壬

申

年

未

納

ノ

分

ハ

半

高

棄

捐

シ

殘

半

高

ハ

本

年

ヨ

リ

十

ヶ

年

賦

取

立

方

ノ

處

分

ニ

及

ハ

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

當

省

於

テ

調

査

ヲ

遂

ケ

指

揮

ニ

及

ヘ

キ

ニ

由

リ

、

㴼

本

帳

及

證

書

本

紙

等

至

急

上

進

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

十

五

日

第

十

二

号

茨

城

縣

ヨ

リ

當

縣

士

族

伊

藤

八

兵

衛

㴼

水

戸

藩

名

目

貸

ヘ

差

加

金

ノ

内

、

㴼

福

江

外

十

二

藩

ヘ

調

達

金

壹

万

七

千

五

百

五

拾

三

両

三

分

銀

壹

匁

壹

分

六

厘

、

藩

債

編

入

ノ

儀

本

年

六

月

中

歎

願

セ

ル

ニ

由

リ

、

其

際

申

牒

ノ

處

今

又

別

紙

ヲ

以

テ

曩

ニ

歎

願

ノ

際

名

目

貸

ハ

相

對

濟

方

ス

可

キ

旨

指

令

ア

リ

ト

雖

モ

、

農

商

ノ

分

ハ

相

對

濟

方

取

計

フ

可

ケ

レ

ト

モ

、

㴼

藩

々

ノ

分

ハ

全

ク

藩

債

ニ

相

違

ナ

キ

ニ

由

リ

、

聴

許

ヲ

淂

ン

ト

再

願

セ

ル

ニ

付

至

急

下

命

ヲ

待

ト

申

牒

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

再

願

ノ

趣

他

日

處

分

ス

ヘ

キ

ニ

付

其

旨

申

渡

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

十

九

日

第

十

三

号

新

治

縣

ヨ

リ

㴼

生

実

縣

所

轄

下

総

國

匝

瑳

郡

惣

領

村

庚

午

年

貢

金

未

納

ノ

分

、

書

面

割

合

ノ

年

賦

ヲ

以

テ

上

納

セ

ン

ト

申

請

セ

ル

ニ

由

リ

、

聴

許

セ

シ

旨

㴼

同

縣

ヨ

リ

申

送

ア

ル

ニ

由

リ

處

分

ノ

方

法

ヲ

向

キ

ニ

稟

候

セ

シ

ニ

、

右

不

納

金

ノ

儀

ハ

不

淂

止

ノ

趣

ナ

ル

ニ

由

リ

十

ヶ

年

賦

取

立

ヘ

シ

ト

指

令

ア

リ

、

是

故

ニ

本

年

ヲ

取

立

初

年

ト

定

メ

十

ヶ

年

賦

ニ

割

替

取

立

ヘ

キ

ヤ

、

其

外

貸

附

金

穀

ハ

公

布

法

則

ニ

據

リ

即

今

調

査

中

ナ

レ

ト

モ

、

兼

テ

約

定

年

賦

割

ノ

内

辛

未

年

分

㴼

縣

於

テ

内

納

ノ

分

當

縣

ヘ

送

付

ア

リ

、

右

ハ

拜

借

主

ヘ

下

戻

シ

更

ニ

法

則

ノ

年

賦

ニ

割

替

取

立

ヘ

キ

ヤ

、

両

條

難

決

ニ

由

リ

請

フ

指

揮

ヲ

淂

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

惣

領

村

貢

金

未

納

ノ

分

ハ

證

書

面

ニ

違

作

難

渋

ノ

趣

キ

記

載

ア

ル

ニ

由

リ

、

半

高

棄

捐

殘

金

十

ヶ

年

賦

取

立

ノ

分

即

今

當

省

於

テ

調

査

中

ナ

レ

ト

モ

、

不

日

整

理

ヲ

遂

ケ

総

テ

證

書

ヲ

下

付

ス

可

シ

、

其

縣

於

テ

調

査

ニ

及

ハ

ス

、

尚

管

内

貸

附

ノ

證

書

本

帳

等

遺

漏

ア

ラ

ハ

時

日

ヲ

移

サ

ス



収

括

上

進

ス

ヘ

シ

、

尤

本

年

第

八

十

一

号

公

布

以

前

取

立

シ

分

ハ

下

戻

ス

ヘ

キ

條

理

ニ

非

サ

ル

ヲ

以

テ

、

速

ニ

別

途

上

納

方

上

申

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

廿

二

日

第

十

四

号

豊

岡

縣

ヨ

リ

㴼

峯

山

縣

於

テ

管

内

掛

澤

村

利

右

エ

門

ヘ

貸

渡

楮

幣

返

納

ノ

儀

田

地

引

宛

ア

ル

ニ

由

リ

、

本

年

第

八

十

一

号

公

布

ニ

基

キ

一

時

上

納

ノ

見

込

ヲ

以

テ

調

査

セ

シ

ニ

、

同

人

儀

近

年

困

窮

ニ

迫

リ

外

ノ

負

債

ヲ

増

シ

必

死

難

渋

ナ

ル

ニ

由

リ

、

右

引

宛

田

地

親

類

ヘ

預

ケ

仕

法

ヲ

立

ト

雖

モ

、

窮

極

救

ヒ

難

ク

活

路

モ

殆

ン

ト

絶

ン

ト

ス

ル

景

況

ナ

ル

ニ

由

リ

、

一

時

上

納

シ

難

キ

旨

別

紙

ノ

如

ク

歎

願

セ

ル

ニ

由

リ

糺

査

セ

シ

ニ

、

事

実

不

淂

止

ヲ

以

テ

願

ノ

如

ク

十

ヶ

年

賦

返

納

ノ

聴

許

ヲ

淂

ン

ト

㴼

官

員

ヨ

リ

送

付

ノ

貸

附

仕

譯

書

及

歎

願

書

ヲ

副

ヘ

稟

候

セ

リ

、

因

テ

法

則

第

六

條

但

書

ノ

如

ク

事

故

上

申

ノ

上

詮

議

ニ

及

ヘ

キ

ヲ

以

テ

、

第

十

八

條

ニ

照

準

シ

別

紙

調

査

ヲ

遂

ケ

下

付

ス

可

キ

ニ

由

リ

、

最

前

㴼

福

知

山

藩

外

六

藩

ノ

分

下

付

ノ

節

達

旨

ノ

如

ク

了

知

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

廿

三

日

第

十

五

号

大

分

縣

ヨ

リ

本

年

第

八

十

一

号

公

布

法

則

ニ

適

當

セ

ル

貸

付

ハ

、

各

其

條

例

ニ

據

リ

棄

捐

年

賦

等

ノ

處

分

即

今

調

査

中

ナ

レ

ト

モ

、

徃

々

法

則

ニ

適

當

セ

ス

名

義

曖

昧

タ

ル

者

ア

ル

ニ

由

リ

、

各

箇

原

由

ヲ

調

査

シ

稟

候

ヲ

経

テ

處

分

ス

可

キ

ナ

レ

ト

モ

、

既

ニ

取

立

ノ

期

限

ニ

迫

リ

タ

ル

ヲ

以

テ

稟

候

ノ

徃

復

ニ

日

數

ヲ

費

シ

、

期

限

ニ

後

ル

ヽ

哉

モ

難

計

ニ

由

リ

、

向

キ

ニ

進

達

セ

シ

貸

附

本

帳

ニ

附

箋

ヲ

以

テ

處

分

ノ

令

ヲ

淂

ハ

、

豫

メ

調

査

シ

置

附

箋

ノ

趣

旨

ニ

比

較

シ

指

揮

セ

ン

ト

申

請

セ

リ

、

因

テ

請

ス

ル

處

調

査

ヲ

遂

ケ

證

書

下

付

ノ

節

指

揮

及

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

廿

三

日

第

十

六

号

山

口

縣

ヨ

リ

向

キ

ニ

㴼

藩

負

債

及

貸

附

帳

詳

細

調

査

シ

上

進

ス

可

シ

ト

達

旨

ア

ル

ニ

由

リ

、

昨

壬

申

年

三

月

稟

白

セ

シ

内

実

地

書

面

ト

差

違

ア

ル

ハ

、

㴼

藩

各

署

ノ

䂓

則

ア

ル

ニ

由

リ

止

ヲ

淂

ス

名

義

ヲ

換

ヘ

シ

ヨ

リ

、

自

然

不

都

合

ヲ

生

シ

或

ハ

重

複

セ

シ



等

㴼

縣

官

員

ヨ

リ

申

白

セ

ル

ヲ

以

テ

調

査

セ

シ

ニ

、

事

実

不

淂

止

ニ

出

ル

ヲ

以

テ

請

フ

聴

取

ヲ

淂

ン

ト

別

紙

仕

譯

書

ヲ

副

ヘ

申

牒

セ

リ

、

於

是

テ

別

紙

仕

譯

書

附

箋

ノ

如

ク

了

知

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

廿

三

日

第

十

七

号

敦

賀

縣

ヨ

リ

㴼

丸

岡

縣

管

内

貸

下

金

ノ

内

、

年

歴

不

分

明

ノ

件

ア

ル

ニ

由

リ

擔

當

ノ

㴼

官

員

ニ

推

問

セ

シ

ニ

、

右

ハ

丙

寅

己

巳

両

年

ノ

凶

歉

ニ

テ

、

租

税

未

納

ノ

分

ハ

其

節

ノ

米

價

ヲ

以

テ

藩

札

銀

量

ニ

引

直

シ

、

困

窮

ノ

軽

重

ニ

隨

ヒ

年

賦

上

納

ノ

證

書

ニ

換

シ

趣

、

且

向

キ

ニ

㴼

足

羽

縣

ヨ

リ

上

申

セ

シ

分

此

回

別

紙

ノ

如

ク

申

白

セ

リ

由

テ

原

由

精

細

調

査

セ

シ

ニ

、

全

ク

租

税

未

納

米

ナ

ル

ヲ

以

テ

藩

札

貸

下

ケ

ノ

證

書

ニ

換

シ

ハ

不

都

合

ナ

ル

ニ

由

リ

更

ニ

米

貸

下

ニ

引

直

シ

、

且

公

布

法

則

第

十

條

租

税

未

納

云

々

ノ

旨

趣

ニ

基

キ

、

㴼

官

員

ヨ

リ

上

申

セ

シ

実

地

取

扱

振

及

ヒ

㴼

足

羽

縣

ヨ

リ

上

申

未

納

ニ

當

ル

貸

下

ケ

村

別

目

録

ヲ

副

ヘ

何

分

ノ

指

揮

ヲ

請

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

候

ス

ル

所

ハ

更

ニ

米

貸

ニ

復

ス

ル

ニ

及

ハ

ス

、

當

省

於

テ

調

査

ヲ

遂

ケ

取

捨

両

般

ノ

處

分

ハ

追

テ

達

旨

ス

可

キ

ニ

由

リ

、

其

旨

ヲ

了

知

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
十

月

廿

三

日

第

十

八

号

京

都

府

ヨ

リ

管

内

山

城

國

相

樂

郡

當

尾

郷

村

々

舊

久

居

縣

管

轄

中

種

貸

米

ト

唱

ヘ

舊

例

ニ

仍

リ

冬

月

貸

下

翌

秋

収

入

米

ヲ

以

テ

三

割

ノ

利

米

ヲ

加

ヘ

返

納

サ

セ

シ

旨

廃

縣

ノ

際

申

送

レ

リ

、

因

テ

右

方

法

壬

申

年

九

月

中

貴

省

ヘ

稟

候

セ

シ

ニ

以

来

ハ

廃

止

ス

可

シ

、

但

非

常

ノ

災

害

ニ

罹

リ

種

籾

拜

借

願

出

ル

ト

キ

ハ

、

辛

未

年

六

月

中

公

布

ニ

照

準

シ

取

計

フ

ヘ

キ

旨

指

令

ア

ル

ニ

由

リ

、

本

年

一

月

中

去

壬

申

年

分

元

利

米

共

一

時

上

納

ノ

儀

達

セ

シ

ニ

、

別

紙

ノ

如

ク

右

ハ

格

外

ノ

高

利

ニ

付

、

一

同

困

難

ノ

際

迚

モ

一

時

上

納

為

シ

難

キ

旨

取

調

書

ヲ

副

ヘ

歎

願

セ

ル

ニ

由

リ

調

査

セ

シ

ニ

、

同

縣

ヨ

リ

引

送

ノ

際

借

用

證

書

等

モ

ナ

ク

村

々

申

立

ノ

ミ

ニ

テ

ハ

事

由

判

然

タ

ラ

サ

ル

ヲ

以

テ

、

度

會

縣

ヘ

商

議

ノ

上

舊

久

居

縣

官

員

ヨ

リ

、

右

ハ

年

々

秋

収

ノ

際

元

利

米

取

立

、

直

ニ

元

米

下

渡

セ

シ

ニ

付

別

ニ

證

書

ハ

収

置

セ

ス

、

尤

村

々

於

テ

ハ

利

米

ノ

ミ

返

納



ノ

姿

ナ

ル

ニ

由

リ

、

一

時

上

納

ノ

儀

ハ

困

難

ス

可

ク

、

且

全

ク

種

貸

米

ニ

相

違

ナ

キ

旨

別

紙

ヲ

以

テ

申

立

ル

ニ

付

、

本

年

第

百

二

十

五

号

布

達

第

十

一

條

ニ

照

シ

、

取

調

書

ノ

如

ク

元

利

總

計

米

百

拾

六

石

壹

斗

三

合

此

價

金

三

百

八

拾

貳

円

五

拾

四

錢

七

厘

ノ

内

半

高

棄

捐

、

殘

半

高

金

百

九

拾

壹

円

貳

拾

七

錢

三

厘

五

毛

本

年

ヨ

リ

十

ヶ

年

賦

上

納

セ

シ

ム

可

キ

ヤ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

書

面

種

貸

米

取

立

方

ノ

儀

ハ

、

本

年

第

八

十

一

号

公

布

ニ

照

準

シ

元

米

八

拾

九

石

三

斗

壹

升

ノ

半

高

棄

捐

、

殘

半

高

四

拾

四

石

六

斗

五

升

五

合

壬

申

年

三

月

平

均

相

塲

ヲ

以

テ

金

貸

ニ

換

ヘ

、

本

年

ヨ

リ

十

ヶ

年

賦

取

立

ノ

積

當

省

於

テ

調

査

ノ

上

、

他

日

一

村

限

帳

ヘ

附

箋

押

印

シ

指

揮

ス

ヘ

キ

ニ

由

リ

、

其

旨

申

渡

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

四

日

第

十

九

号

濵

田

縣

ヨ

リ

舊

津

和

野

藩

諸

貸

附

ノ

内

、

製

蠟

物

産

両

所

ヘ

資

本

銀

ト

シ

テ

舊

米

貸

据

ノ

殘

米

札

貳

千

貳

百

拾

四

貫

貳

百

六

拾

四

匁

壹

分

貳

厘

六

毛

ノ

處

、

製

蠟

物

産

共

巨

多

ノ

損

失

困

難

ノ

趣

歎

願

セ

ル

ニ

付

、

五

ヶ

年

間

ハ

据

置

六

ヶ

年

目

ヨ

リ

十

ヶ

年

賦

返

納

ノ

儀

壬

申

年

十

月

中

稟

候

セ

シ

ニ

、

上

納

殘

金

取

立

方

ノ

儀

ハ

本

年

第

八

十

一

号

公

布

ノ

如

ク

心

淂

ヘ

キ

旨

指

令

ア

ル

ニ

由

リ

調

査

セ

シ

ニ

、

両

所

共

銀

貸

据

ノ

儀

ハ

天

保

十

四

癸

卯

年

以

前

ニ

付

、

昨

壬

申

年

十

二

月

迄

上

納

殘

銀

ハ

棄

捐

取

計

ヘ

ク

ト

申

牒

セ

リ

、

因

テ

書

面

ノ

金

員

棄

捐

タ

ル

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

五

日

第

二

十

号

三

潴

縣

ヨ

リ

舊

久

留

米

藩

管

内

救

荒

手

當

貸

附

金

三

万

円

原

由

調

査

事

実

ニ

就

キ

、

半

高

棄

捐

ノ

儀

本

年

六

月

中

申

候

已

ニ

了

セ

リ

、

就

テ

ハ

殘

半

高

ハ

處

分

ノ

上

同

管

内

五

百

村

ヨ

リ

上

納

ス

可

キ

ニ

由

リ

、

右

調

査

ノ

都

合

モ

ア

リ

壬

申

年

貴

省

官

員

巡

回

ノ

際

差

出

セ

シ

仕

譯

書

一

冊

及

貸

附

金

員

預

リ

主

證

書

等

合

三

十

一

通

下

付

ヲ

請

フ

ト

申

牒

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

即

今

調

査

中

ニ

付

他

日

證

書

下

付

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ

十

一

月

八

日

第

二

十

一

号



大

分

縣

ヘ

其

縣

舊

岡

藩

貸

附

金

穀

取

調

方

都

合

モ

ア

ル

ニ

由

リ

、

曩

ニ

達

セ

シ

如

ク

舊

藩

根

帳

取

纏

メ

至

急

差

出

ス

可

シ

ト

、

別

紙

進

達

證

書

不

審

ノ

件

々

ヘ

附

箋

ヲ

以

テ

達

旨

セ

リ
十

一

月

十

三

日

第

二

十

二

号

愛

媛

縣

ヨ

リ

舊

宇

和

嶋

縣

士

族

卒

年

賦

取

替

金

ノ

儀

ハ

、

従

前

窮

乏

ノ

上

祇

役

等

ヲ

以

テ

入

費

嵩

ミ

勤

務

上

差

支

ノ

者

ヘ

取

替

家

禄

ノ

内

ヨ

リ

年

賦

取

立

シ

處

、

壬

申

年

七

月

中

舊

神

山

縣

ヨ

リ

近

年

家

禄

減

少

ノ

際

ニ

付

、

悉

皆

棄

捐

タ

ラ

ハ

一

同

感

戴

ス

ヘ

キ

旨

稟

請

セ

シ

ニ

、

他

日

一

般

ノ

處

分

ス

可

シ

ト

指

令

ア

リ

、

然

ル

ニ

本

年

第

八

十

一

号

公

布

第

十

六

條

ノ

如

ク

、

家

禄

引

當

ノ

貸

附

ニ

付

棄

捐

ト

心

淂

ヘ

キ

ヤ

至

急

指

揮

ヲ

仰

ク

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

曩

ニ

調

査

下

付

セ

シ

舊

宇

和

嶋

藩

貸

附

ノ

内

、

家

禄

引

當

ノ

高

米

貳

百

三

拾

貳

石

三

斗

貳

升

三

合

全

額

棄

捐

、

其

他

右

ノ

名

義

ナ

キ

分

ハ

各

種

類

ニ

準

シ

取

立

處

分

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

十

三

日

第

二

十

三

号

濵

田

縣

ヨ

リ

管

内

石

見

國

鹿

足

郡

青

原

村

外

七

ヶ

村

丙

寅

年

洪

水

ニ

罹

リ

村

々

困

窮

ニ

付

、

丁

卯

年

中

舊

津

和

野

藩

ヨ

リ

米

三

百

石

下

付

シ

冥

加

米

ト

唱

ヘ

、

同

年

ヨ

リ

十

五

ヶ

年

賦

一

ヶ

年

米

貳

拾

石

宛

返

納

取

計

、

既

ニ

丁

卯

ヨ

リ

去

壬

申

迄

六

ヶ

年

間

返

納

、

殘

米

本

年

ヨ

リ

九

ヶ

年

間

返

納

ス

ヘ

キ

處

別

紙

ヲ

以

テ

棄

捐

ノ

儀

願

出

ル

ニ

由

リ

、

本

年

第

八

十

一

号

第

十

一

條

ニ

照

準

シ

本

年

ヨ

リ

棄

捐

取

計

至

當

ナ

ラ

ン

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

書

面

米

百

八

拾

石

棄

捐

タ

ル

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

十

三

日第

二

十

四

号

秋

田

縣

ヨ

リ

舊

亀

田

縣

貸

下

金

、

辛

未

年

五

月

中

舊

縣

官

員

ヨ

リ

貴

省

官

員

ヘ

進

達

セ

シ

調

書

ノ

内

、

壬

申

年

返

納

分

ノ

内

本

年

二

月

中

別

紙

小

譯

書

ノ

如

ク

返

納

分

預

リ

置

リ

、

右

如

何

取

計

ヘ

キ

ヤ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

書

面

金

七

拾

八

円

九

拾

壱

錢

五

厘

別

途

上

納

ス

ヘ

シ

、

但

同

藩

貸

附

書

類

ハ

調

査

下

附

セ

シ

ニ

本

文

申

牒

遷

延



ニ

付

、

去

月

中

下

付

セ

シ

第

二

号

證

書

附

箋

面

内

納

差

引

ス

可

カ

ラ

サ

ル

ニ

由

リ

、

其

縣

於

テ

元

入

勘

定

ノ

上

殘

元

金

八

ヶ

年

賦

ニ

割

直

シ

他

日

申

報

ス

ヘ

シ

、

尤

渡

辺

多

藏

以

下

貫

属

ハ

家

禄

抵

當

セ

ル

ヲ

以

テ

、

今

後

取

立

ニ

及

ハ

サ

ル

ニ

由

リ

其

旨

申

渡

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

十

三

日

第

二

十

五

号

鳥

取

縣

ヨ

リ

舊

藩

古

物

賣

拂

代

金

四

万

六

千

円

餘

當

縣

於

テ

貸

附

取

計

其

利

金

ヲ

以

テ

道

路

橋

梁

及

諸

費

ニ

供

シ

度

已

ニ

指

令

ヲ

領

シ

、

即

今

證

書

納

受

順

序

ノ

處

去

壬

申

年

ヨ

リ

五

ヶ

年

間

拜

借

ノ

儀

前

官

員

申

牒

セ

シ

ニ

、

右

ハ

商

議

ノ

事

故

モ

ア

リ

數

囘

上

申

ノ

末

許

可

ア

リ

、

然

ル

ニ

期

限

中

已

ニ

一

年

ヲ

空

過

セ

ル

ニ

由

リ

破

格

ノ

詮

議

オ

以

テ

本

年

ヨ

リ

滿

五

ヶ

年

拜

借

ヲ

乞

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

因

テ

候

ス

ル

所

聴

許

ス

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

十

三

日

第

二

十

六

号

三

潴

縣

ヨ

リ

舊

久

留

米

縣

成

産

金

ノ

内

、

合

金

七

万

九

千

九

拾

壱

円

四

拾

九

錢

貳

厘

當

縣

下

商

田

中

荘

平

馬

塲

孫

三

郎

貳

名

十

五

ヶ

年

賦

ヲ

以

テ

引

受

、

帳

簿

ヲ

副

ヘ

産

物

會

社

ヘ

合

併

ノ

處

、

本

年

一

月

中

舊

七

等

出

資

富

永

発

叔

汽

舩

購

入

セ

シ

ヨ

リ

多

少

ノ

損

失

ニ

至

リ

右

引

受

金

額

年

賦

皆

納

ナ

シ

難

キ

ニ

付

、

来

ル

甲

戊

年

ヨ

リ

更

ニ

二

十

ヶ

年

賦

上

納

ノ

旨

、

會

社

中

及

引

受

主

等

ヨ

リ

別

紙

各

通

ヲ

以

テ

歎

願

セ

ル

汽

舩

買

入

ヨ

リ

大

ニ

損

失

ヲ

生

セ

シ

情

実

餘

儀

ナ

ク

聞

ヘ

、

尤

引

受

金

額

ハ

丁

卯

年

前

貸

附

又

ハ

振

替

等

過

半

ニ

テ

、

舊

縣

商

法

ノ

末

ニ

付

出

格

ノ

詮

議

ヲ

以

テ

金

高

三

分

一

棄

捐

シ

、

餘

ハ

本

年

第

八

十

一

号

布

告

第

十

四

條

ニ

照

準

十

ヶ

年

賦

返

納

ノ

儀

聴

許

ヲ

淂

タ

リ

、

且

林

大

丞

ヘ

モ

巡

囘

ノ

際

申

立

シ

ニ

付

指

揮

ヲ

仰

ク

ト

歎

願

書

證

書

寫

等

ヲ

副

ヘ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

處

他

縣

ノ

類

例

ニ

關

シ

聴

許

シ

難

ケ

レ

ト

モ

情

実

餘

儀

ナ

キ

ニ

由

リ

、

破

格

ノ

詮

議

ヲ

以

テ

三

分

一

棄

捐

シ

殘

金

ハ

第

十

二

條

ニ

照

準

シ

取

立

ヘ

シ

、

尤

他

日

調

査

ノ

上

證

書

下

付

シ

指

揮

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ

十

一

月

十

三

日



第

二

十

七

号

石

川

縣

ヨ

リ

本

年

八

月

中

具

状

セ

シ

如

ク

、

舊

大

聖

寺

縣

ヨ

リ

舊

藩

貸

下

根

帳

ヲ

以

テ

申

報

セ

シ

内

、

同

藩

開

業

ノ

近

江

國

琵

琶

湖

汽

舩

仕

入

殘

金

商

社

ヘ

貸

附

證

書

取

立

方

嚮

キ

ニ

譲

渡

ノ

際

、

公

私

ノ

區

別

明

瞭

ナ

ラ

サ

ル

ニ

由

リ

舊

官

員

及

商

社

ノ

者

對

決

ニ

及

ヘ

キ

ニ

付

、

此

囬

其

顛

末

ヲ

勘

査

ス

ル

ニ

、

右

汽

舩

一

番

丸

ハ

藩

有

ノ

儘

庚

午

年

間

私

社

ヘ

委

托

シ

其

理

利

益

ヲ

以

テ

仕

入

金

消

却

ヲ

要

シ

、

二

番

丸

ハ

其

際

藩

債

共

悉

皆

私

社

ヘ

引

渡

セ

シ

旨

等

、

滋

賀

縣

管

内

大

津

汽

舩

會

社

惣

代

共

ヨ

リ

別

紙

及

計

算

書

ヲ

副

ヘ

申

出

レ

ト

モ

、

一

番

丸

仕

入

金

ハ

既

ニ

舊

縣

於

テ

貸

下

根

帳

ヘ

編

入

シ

不

都

合

ニ

付

尚

又

舊

官

員

等

推

問

ノ

處

、

廃

藩

置

縣

ノ

際

諸

務

紛

雜

ニ

渉

リ

圖

ラ

ス

誤

謬

ヲ

生

シ

恐

縮

ノ

旨

、

別

紙

荅

書

三

通

及

根

帳

寫

ヲ

副

ヘ

申

出

事

実

相

違

モ

ナ

キ

ニ

由

リ

、

一

番

丸

ハ

確

然

官

物

タ

ル

ヲ

以

テ

附

属

器

械

共

悉

皆

引

揚

、

仕

入

金

殘

高

二

口

合

計

九

千

四

百

九

円

拾

七

錢

七

厘

五

毛

棄

捐

ナ

ル

ヘ

キ

ヤ

、

二

番

丸

ハ

私

社

ノ

所

有

物

タ

ル

可

キ

ヤ

、

右

事

情

参

酌

至

急

處

分

ヲ

請

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

書

面

ノ

旨

趣

根

帳

ト

齟

齬

シ

不

都

合

ト

雖

モ

、

事

実

餘

儀

ナ

キ

ニ

付

官

物

タ

ル

一

番

丸

ハ

附

属

品

共

悉

皆

賣

拂

ヘ

ク

、

二

番

丸

ハ

其

負

債

ヲ

併

セ

商

社

ヘ

引

渡

ス

可

シ

、

尤

滋

賀

縣

ヘ

モ

達

旨

セ

ル

ニ

由

リ

其

旨

了

解

ス

ヘ

シ

ト

指

令

ノ

末

、

滋

賀

縣

ヘ

舊

大

聖

寺

藩

開

業

ノ

琵

琶

汽

舩

其

縣

管

内

汽

舩

商

社

惣

代

堀

江

八

右

エ

門

外

一

人

ヘ

委

托

セ

ル

旨

石

川

縣

ヨ

リ

申

牒

セ

シ

ニ

由

リ

、

別

紙

書

目

一

番

丸

附

属

品

ハ

悉

皆

商

社

ヨ

リ

収

受

シ

入

札

拂

ノ

上

價

金

上

納

取

計

フ

可

ク

、

二

番

丸

ハ

其

負

債

ヲ

併

セ

八

右

エ

門

外

一

人

ヘ

引

渡

シ

、

商

社

ノ

適

宜

ニ

任

ス

ヘ

キ

旨

申

渡

ス

可

シ

ト

達

旨

セ

リ

十

一

月

十

五

日

第

二

十

八

号

島

根

縣

ヨ

リ

舊

松

江

廣

瀬

母

里

三

藩

貸

附

金

穀

取

立

方

、

已

ニ

調

査

ヲ

経

テ

證

書

下

付

ノ

際

附

箋

ヲ

以

テ

指

揮

ア

ル

ニ

、

猶

決

シ

カ

タ

キ

件

三

條

ア

リ

、

第

一

條

證

書

元

金

高

ノ

内

元

入

差

引

殘

金

ヲ

半

額

或

ハ

三

分

一

棄

捐

、

全

殘

金

ノ

内

去

壬

申

年

三

月



ヨ

リ

本

年

三

月

ニ

至

リ

取

立

シ

分

ハ

取

立

元

帳

全

殘

金

ノ

傍

ヘ

注

記

シ

、

再

度

差

引

其

殘

金

を

成

規

ノ

年

賦

又

ハ

利

引

一

時

取

立

ヘ

キ

ヤ

、

第

二

條

證

書

元

高

金

ノ

内

元

入

差

引

殘

金

ヲ

半

額

或

ハ

三

分

一

棄

捐

セ

ハ

全

殘

金

ヨ

リ

多

シ

、

就

テ

ハ

去

壬

申

年

三

月

ヨ

リ

本

年

三

月

迄

取

立

セ

シ

分

ハ

過

金

ニ

付

下

付

ス

ヘ

キ

ヤ

、

第

三

條

悉

棄

捐

ノ

内

去

壬

申

三

月

ヨ

リ

本

年

三

月

迄

内

納

又

ハ

皆

濟

ノ

分

其

金

下

付

ス

可

キ

ヤ

、

右

件

々

本

年

取

立

期

限

ニ

蒞

ム

ニ

由

リ

至

急

指

揮

ヲ

仰

ク

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

第

一

條

二

條

本

年

第

八

十

一

号

公

布

前

取

立

濟

ノ

分

ハ

、

固

ヨ

リ

元

入

ス

可

キ

處

調

査

中

申

立

ナ

キ

ニ

付

、

向

キ

ニ

下

付

セ

シ

證

書

面

差

引

ナ

ラ

サ

ル

ニ

由

リ

、

其

縣

於

テ

證

書

面

附

箋

押

印

ニ

基

キ

現

今

殘

元

更

ニ

半

額

或

ハ

三

分

一

棄

捐

引

去

、

全

殘

金

五

拾

錢

以

上

本

年

ヨ

リ

取

立

ヘ

シ

、

第

三

條

ハ

下

付

ニ

及

ハ

ス

上

納

ス

ヘ

キ

儀

ト

心

淂

、

総

テ

調

査

ノ

上

嘗

テ

雛

形

ヲ

以

テ

達

セ

シ

貸

下

金

取

立

元

帳

寫

進

達

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

十

五

日

第

二

十

九

号

置

賜

縣

ヨ

リ

舊

米

澤

藩

中

小

國

郷

村

々

ヘ

種

籾

ト

シ

テ

高

八

百

九

拾

四

石

九

斗

六

升

、

明

治

二

年

貸

渡

シ

三

ヶ

年

賦

返

納

ス

ヘ

キ

定

規

ノ

處

、

連

年

不

登

返

納

渋

滞

等

ヨ

リ

殘

籾

二

百

九

拾

八

石

貳

斗

七

升

壱

合

之

レ

ア

リ

、

然

ル

ニ

本

年

第

八

十

一

号

公

布

中

ニ

拠

リ

右

半

高

棄

捐

、

殘

半

高

十

年

賦

取

立

ヘ

キ

ニ

別

紙

ニ

確

乎

タ

ル

證

書

モ

ナ

ク

、

且

受

取

書

散

逸

今

日

ニ

至

リ

不

都

合

ナ

レ

ト

モ

、

元

来

右

種

籾

ノ

儀

ハ

租

税

外

貯

蓄

ナ

ル

ヲ

以

テ

適

宜

處

分

セ

シ

ニ

由

リ

、

出

格

ノ

詮

議

ヲ

以

テ

悉

皆

棄

捐

ヲ

乞

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

書

面

ノ

儀

ハ

逐

次

公

布

ノ

旨

ニ

拠

リ

、

諸

貸

附

同

一

申

報

ス

ヘ

キ

ニ

今

更

申

牒

不

都

合

ノ

至

、

尤

外

ノ

類

例

ニ

關

セ

ル

ニ

由

リ

舊

来

ノ

元

帳

至

急

進

達

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

十

八

日

第

三

十

号

足

柄

縣

ヨ

リ

舊

小

田

原

藩

外

一

藩

ヨ

リ

貸

附

金

穀

證

書

調

査

下

付

ノ

内

、

酒

匂

川

渡

舩

製

造

費

金

貳

百

八

拾

四

円

貳

拾

五

錢

本

年

ヨ

リ

年

賦

取

立

ヘ

キ

処

、

右

ハ

舊

藩

ノ



際

同

川

徒

渉

ニ

テ

行

旅

ノ

困

難

ヲ

察

シ

、

便

宜

ノ

方

法

設

為

ス

可

キ

辛

未

年

中

達

旨

ア

リ

、

因

テ

同

藩

ヨ

リ

渡

舩

製

造

費

酒

匂

村

外

二

村

ヘ

拜

借

ノ

儀

上

申

シ

、

聴

許

ノ

指

令

ヲ

領

シ

其

旨

引

送

リ

當

縣

於

テ

右

金

貴

省

ヨ

リ

収

受

シ

、

本

年

ヨ

リ

十

ヶ

年

賦

返

納

ヲ

定

メ

下

付

シ

已

ニ

本

年

分

ハ

上

納

セ

リ

、

然

ル

ニ

證

書

下

付

ノ

内

ニ

右

拜

借

金

返

納

ノ

件

ア

リ

、

取

立

方

一

事

両

岐

シ

何

レ

ニ

適

従

ス

可

キ

ヤ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

右

ハ

舊

小

田

原

藩

ヨ

リ

伺

濟

ノ

儀

ニ

付

豫

メ

區

別

ス

ヘ

キ

ニ

、

舊

藩

限

適

宜

貸

下

ノ

分

ト

同

一

進

達

セ

ル

ニ

由

リ

一

般

ノ

調

査

中

ヘ

混

入

セ

シ

ニ

付

、

去

月

中

下

付

セ

ル

第

四

十

二

号

證

書

附

箋

押

印

ノ

儀

ハ

、

取

消

辛

未

年

舊

藩

ヘ

指

令

セ

シ

如

ク

壬

申

年

ヨ

リ

十

ヶ

年

賦

返

納

ノ

儀

了

解

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

廿

二

日

第

三

十

一

号

三

潴

縣

ヨ

リ

舊

久

留

米

縣

成

産

金

ノ

内

、

第

十

三

号

諸

方

振

替

ノ

内

豊

後

國

日

田

千

原

幸

右

エ

門

ヘ

兌

換

金

貳

千

円

ノ

儀

、

曩

ニ

取

調

帳

進

達

ノ

際

千

円

ハ

當

縣

下

永

田

正

吾

出

金

ニ

取

調

差

引

セ

シ

ニ

、

幸

右

エ

門

證

書

ノ

如

ク

貳

千

円

全

ク

成

産

方

ヨ

リ

貸

附

、

正

吾

出

金

分

ハ

成

産

方

ヘ

借

入

ノ

譯

ニ

付

、

右

兌

換

金

貳

千

円

ハ

成

産

方

總

金

額

中

ニ

編

入

シ

、

正

吾

分

ハ

成

産

方

ヘ

借

入

ノ

儀

ニ

調

替

ヲ

仰

ク

ノ

旨

、

舊

官

員

ヨ

リ

別

紙

取

調

書

ヲ

附

シ

願

出

ル

ニ

由

リ

調

査

ス

ル

ニ

、

疎

漏

ノ

罪

ア

リ

ト

雖

モ

別

ニ

疑

件

ナ

ク

、

尤

金

額

於

テ

増

減

ナ

キ

ニ

由

リ

調

替

ヲ

請

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

千

原

幸

右

エ

門

貸

附

金

貳

千

円

ノ

内

永

田

正

吾

出

金

千

円

ハ

相

對

濟

方

ス

可

キ

儀

ト

心

淂

追

テ

證

書

下

付

ス

ル

ニ

由

リ

官

私

區

分

シ

更

ニ

證

書

取

置

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

十

一

月

廿

二

日

第

三

十

二

号

小

田

縣

ヘ

其

縣

ヨ

リ

嚮

ニ

稟

候

セ

シ

第

一

号

備

中

國

下

道

郡

本

庄

村

定

吉

流

質

ノ

田

畑

ハ

入

札

拂

ノ

上

代

金

上

納

取

計

フ

可

シ

、

第

二

号

舊

鴨

方

藩

製

造

紙

幣

準

備

金

貸

附

ノ

儀

及

、

第

三

号

新

庄

村

槙

太

郎

貸

附

證

文

不

引

合

ノ

儀

ハ

取

消

ト

心

淂

ヘ

シ

、

尤

新

庄

村

槙

太

郎

證

書

ハ

下

付

ス

ト

舊

縣

官

員

囘

荅

書

各

号

ヲ

副

ヘ

指

令

セ

リ
十

一



月

廿

二

日

第

三

十

三

号

鳥

取

縣

ヨ

リ

管

内

因

幡

伯

耆

國

村

々

刺

反

米

ノ

儀

ハ

、

舊

藩

中

貢

米

収

納

ノ

際

官

倉

於

テ

米

質

撿

査

ノ

為

メ

毎

苞

刺

竹

ヲ

入

レ

點

撿

ノ

際

反

シ

米

ハ

納

人

共

ヘ

引

取

セ

シ

處

庚

午

年

ヨ

リ

廃

止

シ

右

米

ハ

悉

皆

郡

長

ヘ

委

托

シ

救

荒

豫

備

ニ

供

セ

ン

ト

謀

リ

年

々

村

々

ヘ

貸

附

翌

年

新

米

籾

又

ハ

銀

札

等

ヲ

以

テ

返

納

セ

シ

ム

ル

方

法

ノ

旨

舊

撿

ヨ

リ

申

送

リ

各

種

引

渡

セ

リ

、

右

取

計

方

壬

申

年

四

月

中

稟

候

セ

シ

ニ

現

存

半

額

ハ

入

札

拂

ノ

上

代

金

上

納

シ

、

殘

半

額

ハ

民

物

タ

ル

可

キ

旨

指

揮

ヲ

領

ス

レ

ト

モ

、

其

情

実

ハ

啻

ニ

半

額

ノ

ミ

ナ

ラ

ス

全

數

民

物

タ

ル

ヲ

以

テ

下

タ

方

限

リ

、

更

ニ

豫

備

方

法

設

為

シ

タ

キ

趣

ニ

付

、

書

面

全

額

下

付

ヲ

乞

フ

ト

取

調

書

ヲ

附

シ

再

候

セ

リ

、

因

テ

候

ス

ル

所

ノ

旨

趣

聴

許

ス

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

廿

五

日

第

三

十

四

号

長

﨑

縣

ヨ

リ

當

縣

所

轄

舊

藩

於

テ

諸

方

ヘ

貸

付

金

ノ

内

、

辛

未

年

前

舊

藩

ニ

テ

處

置

ヲ

了

シ

四

十

五

ヶ

年

賦

返

納

ノ

分

ハ

其

證

書

ニ

據

リ

年

賦

取

立

ヘ

キ

ヤ

、

或

ハ

一

般

ノ

規

則

ニ

比

較

シ

返

納

セ

シ

ム

可

キ

ヤ

、

又

村

吏

或

ハ

惣

代

ノ

名

義

ヲ

以

テ

貸

附

其

実

ハ

細

民

ヘ

貸

渡

シ

、

一

人

ニ

付

五

拾

錢

未

滿

ノ

分

ハ

本

年

布

告

第

百

五

号

第

二

條

ニ

據

リ

棄

捐

ス

可

キ

ヤ

、

又

舊

藩

於

テ

處

置

ヲ

了

シ

五

ヶ

年

賦

ノ

分

ハ

舊

約

ノ

如

ク

取

立

ヘ

キ

ヤ

、

或

ハ

貸

附

ノ

旨

趣

ニ

準

シ

一

般

ノ

規

則

ニ

據

リ

相

當

ノ

年

賦

ニ

改

正

ス

可

キ

ヤ

、

右

ハ

本

年

第

八

十

一

号

布

告

ニ

基

キ

調

査

セ

シ

ニ

決

シ

難

キ

ニ

由

リ

至

急

指

揮

ヲ

仰

ク

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

舊

藩

々

貸

附

金

穀

等

本

牒

ヘ

證

書

ヲ

付

シ

進

達

ス

ヘ

キ

旨

、

辛

未

年

十

二

月

以

来

數

囘

達

セ

シ

如

ク

當

省

於

テ

第

八

十

一

号

公

布

ニ

照

準

調

査

ノ

上

指

揮

ス

可

キ

儀

ニ

テ

、

去

月

廿

八

日

舊

嶋

原

藩

外

両

藩

貸

下

金

穀

證

書

類

下

付

取

立

方

達

セ

シ

如

ク

、

其

縣

所

轄

舊

藩

ノ

内

證

書

進

達

セ

サ

ル

分

ハ

、

舊

藩

ヘ

差

入

ノ

本

證

書

ヘ

本

帳

等

ヲ

附

シ

至

急

進

達

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

一

月

廿

七

日



第

三

十

五

号

静

岡

縣

ヘ

其

縣

管

下

駿

東

郡

沼

津

驛

和

田

應

作

外

二

名

ヨ

リ

、

舊

菊

間

藩

ヘ

調

達

金

ト

届

ア

リ

シ

積

立

金

壹

万

貳

千

七

拾

三

両

餘

ハ

、

規

則

ニ

照

シ

滞

利

棄

捐

ノ

部

ナ

レ

ト

モ

、

右

積

立

金

ヲ

以

テ

貧

村

助

成

ノ

仕

法

ニ

充

テ

駿

豆

両

國

舊

領

地

ヘ

貸

附

、

其

実

ハ

藩

ニ

關

係

ナ

ク

民

物

タ

ル

判

然

ナ

レ

ハ

、

右

ニ

關

ス

ル

貸

附

證

文

百

七

十

三

通

帳

簿

四

冊

ト

モ

下

渡

シ

負

債

ハ

取

消

ス

ニ

付

、

此

上

注

意

ヲ

加

ヘ

不

都

合

ナ

キ

様

相

對

濟

方

申

付

ヘ

シ

ト

達

旨

セ

リ
十

二

月

二

日

第

三

十

六

号

嶋

根

縣

ヨ

リ

今

般

舊

藩

々

貸

附

金

證

書

元

帳

調

査

濟

附

紙

ヲ

以

テ

下

ケ

渡

ア

リ

シ

ニ

、

舊

松

江

藩

管

下

神

門

郡

今

市

町

原

屋

和

平

拜

借

ノ

分

證

書

コ

レ

ナ

ク

、

元

帳

ニ

錢

百

五

拾

四

貫

八

百

六

拾

四

文

四

度

ニ

返

納

皆

濟

ト

記

載

ア

レ

ト

モ

全

ク

皆

濟

ニ

非

ス

、

殘

錢

百

五

拾

五

貫

百

六

拾

文

ア

ル

ニ

付

取

立

然

ル

可

シ

ヤ

ト

別

紙

勘

定

書

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

所

聴

取

ス

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

日

第

三

十

七

号

嶋

根

縣

ヨ

リ

今

般

舊

藩

々

貸

附

金

穀

上

納

方

改

正

ニ

付

棄

捐

殘

半

高

年

賦

上

納

取

立

、

法

則

中

第

十

九

條

ニ

借

人

ヨ

リ

一

時

返

納

願

出

ル

ト

キ

ハ

、

元

高

一

割

利

引

ノ

計

算

ヲ

以

テ

減

シ

返

納

差

許

サ

ル

ヽ

ニ

付

追

々

出

願

ノ

者

ア

リ

、

且

右

法

則

追

加

ニ

金

五

円

以

下

五

拾

錢

以

上

ハ

前

文

利

引

ノ

法

ヲ

以

テ

一

時

ニ

取

立

ヘ

シ

ト

ア

リ

、

右

ハ

八

ヶ

年

賦

ノ

差

別

ヲ

以

テ

利

引

ニ

差

等

ヲ

立

ヘ

キ

ヤ

、

又

年

限

ニ

抱

ハ

ラ

ス

一

割

ノ

利

引

ヲ

以

テ

元

金

ヲ

減

ス

可

キ

ヤ

、

至

急

指

揮

ヲ

乞

フ

ト

利

引

割

合

書

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

貸

附

金

一

時

返

納

願

ノ

者

ハ

年

賦

ニ

應

シ

一

割

利

引

ヲ

以

テ

取

立

ヘ

シ

、

利

引

算

則

等

ハ

別

紙

一

印

附

紙

ノ

通

リ

心

淂

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

三

日

第

三

十

八

号

嶋

根

縣

ヨ

リ

舊

松

江

藩

貸

附

金

ノ

内

、

金

百

七

拾

両

八

ヶ

年

賦

ニ

調

査

濟

ノ

附

紙

ヲ

以

テ

證

書

當

縣

ヘ

下

付

ア

リ

シ

ニ

、

右

ハ

大

阪

井

筒

屋

清

兵

衛

ヨ

リ

上

納

議

定

ナ

ル



ニ

、

同

所

山

中

榮

三

郎

拜

借

金

ハ

同

藩

負

債

ニ

テ

差

引

同

人

ヘ

證

書

下

ケ

戻

ア

リ

シ

趣

、

就

テ

ハ

清

兵

衛

分

モ

同

斷

ノ

儀

ニ

付

右

證

書

貴

省

ヘ

返

上

シ

同

府

ヘ

下

渡

ア

ル

ヘ

キ

ヤ

、

又

當

縣

ニ

テ

年

々

取

立

ヘ

キ

ヤ

、

又

同

府

下

大

眉

五

兵

衛

拜

借

銀

五

拾

貫

百

貳

匁

四

分

七

厘

ノ

内

銀

九

貫

百

八

拾

三

匁

七

分

四

厘

ハ

、

辛

未

九

月

ニ

返

納

シ

殘

銀

ハ

元

帳

ヘ

棄

捐

ノ

捺

印

ニ

テ

下

付

ア

レ

ト

モ

證

書

ハ

下

渡

之

レ

ナ

シ

、

右

ハ

同

府

ヘ

下

付

ア

ル

可

キ

儀

ナ

レ

ト

モ

、

同

人

儀

右

拜

借

殘

銀

壬

申

三

月

本

年

三

月

両

度

ニ

返

納

皆

濟

セ

ル

ニ

付

、

上

納

方

ヲ

過

日

候

セ

シ

ニ

何

等

ノ

指

示

ナ

キ

ニ

由

リ

、

如

何

ン

カ

心

淂

然

ル

可

シ

ヤ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

井

筒

屋

清

兵

衛

貸

下

金

取

立

方

ハ

大

阪

府

ヘ

達

ス

可

キ

ニ

付

證

書

差

出

ス

可

シ

、

大

眉

五

兵

衛

ヘ

貸

下

金

ノ

儀

ハ

返

辨

有

無

不

分

明

ニ

付

取

立

方

達

シ

置

シ

カ

、

皆

濟

ノ

分

ハ

素

ヨ

リ

約

定

滿

期

返

辨

ノ

儀

ニ

付

上

納

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

四

日

第

三

十

九

号

愛

媛

縣

ヨ

リ

舊

西

條

縣

物

産

貸

附

高

ノ

内

舊

藩

札

千

七

百

壹

貫

貳

百

拾

七

匁

五

分

四

厘

ノ

廉

ハ

、

取

立

難

行

届

ニ

付

舊

藩

政

改

革

ノ

際

引

捨

タ

ル

ニ

由

リ

、

舊

石

鐵

縣

ヘ

引

渡

帳

ニ

モ

除

去

リ

シ

ニ

、

舊

藩

ヨ

リ

貴

省

ヘ

ノ

申

報

ヲ

遺

漏

セ

シ

叚

粗

忽

ノ

至

ニ

付

、

別

紙

ノ

如

ク

舊

官

員

進

退

伺

ヲ

申

出

ル

ニ

由

リ

、

然

ル

可

ク

高

議

ヲ

乞

フ

ト

其

別

紙

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

處

不

都

合

ナ

レ

ト

モ

、

既

往

ノ

儀

ニ

付

此

度

限

リ

聴

取

ス

、

舊

官

員

進

退

伺

ハ

沙

汰

ニ

及

ハ

サ

ル

旨

達

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ

十

二

月

五

日

第

四

十

号

愛

媛

縣

ヨ

リ

舊

宇

和

嶋

藩

於

テ

貸

附

金

ノ

内

郷

中

市

中

ヘ

貸

附

ノ

分

、

多

ク

ハ

凶

年

又

水

火

災

ノ

為

メ

救

助

セ

シ

廉

ニ

テ

其

原

由

記

載

ナ

シ

、

且

文

化

年

中

ヨ

リ

追

々

ノ

貸

附

ニ

テ

、

昨

壬

申

春

米

金

高

取

調

更

ニ

新

帳

ヲ

仕

立

テ

取

立

シ

分

ハ

、

元

高

ノ

内

ニ

テ

引

去

リ

殘

高

ヲ

記

載

セ

シ

儀

ニ

テ

同

年

ノ

貸

附

ニ

非

ス

、

然

ル

ニ

舊

縣

於

テ

新

舊

ノ

差

別

ヲ

立

テ

ス

其

儘

申

報

シ

、

全

ク

麁

漏

ノ

取

調

ヨ

リ

不

都

合

ヲ

生

セ

シ

故

即



今

右

貸

附

年

月

及

ヒ

源

由

取

調

中

ニ

付

成

功

ノ

上

申

報

ス

ヘ

シ

、

就

テ

ハ

規

則

ノ

期

限

迄

ニ

ハ

取

立

上

納

共

運

ヒ

難

キ

ニ

由

リ

猶

豫

ヲ

乞

フ

、

又

貫

属

士

族

卒

ヘ

家

禄

引

當

ニ

テ

、

貸

附

ノ

儀

今

般

下

渡

シ

帳

簿

十

四

冊

ノ

内

八

号

ノ

分

ハ

、

従

前

知

行

取

ノ

者

ニ

テ

俸

禄

引

宛

ニ

付

棄

捐

ノ

處

分

ニ

属

シ

、

其

他

ノ

士

卒

ハ

廩

米

ノ

者

ニ

テ

名

義

上

ハ

異

ナ

ル

ト

雖

モ

其

実

ハ

同

一

ノ

儀

ニ

付

、

向

キ

ニ

伺

候

ノ

如

ク

一

般

棄

捐

ノ

處

分

ヲ

乞

フ

ト

申

牒

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

貸

附

金

穀

ノ

儀

辛

未

十

二

月

公

布

ニ

由

リ

進

達

證

書

ニ

調

査

ノ

印

ヲ

捺

シ

下

渡

ス

可

キ

旨

、

本

年

第

八

十

一

号

公

布

ノ

上

ハ

貸

出

ノ

年

度

其

他

不

調

ノ

件

ア

ラ

ハ

、

進

達

ノ

諸

帳

簿

ニ

就

キ

更

ニ

調

直

シ

ノ

儀

急

速

申

牒

ス

可

キ

ニ

、

既

ニ

調

査

濟

下

付

ノ

後

殊

ニ

取

立

ノ

期

ニ

臨

ミ

申

立

シ

ハ

不

都

合

ナ

レ

ト

モ

、

事

実

止

ム

ヲ

淂

サ

ル

儀

ニ

付

改

正

ノ

儀

聴

許

ス

ル

ニ

由

リ

、

至

急

取

調

向

キ

ニ

下

付

セ

シ

附

箋

押

印

ニ

基

キ

取

捨

年

賦

等

ノ

區

別

ヲ

立

テ

明

細

勘

定

帳

ヲ

添

ヘ

、

且

全

ク

取

立

ヘ

キ

分

ハ

雛

形

ニ

照

準

シ

、

元

帳

寫

ヲ

添

テ

更

ニ

臨

候

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

五

日

第

四

十

一

号

敦

賀

縣

ヨ

リ

舊

勝

山

藩

ニ

テ

西

京

十

四

番

組

木

村

林

藏

外

一

人

ヘ

貸

附

元

金

千

圓

ノ

内

、

返

濟

殘

三

百

圓

取

立

方

遠

路

不

便

ニ

付

、

負

債

人

管

轄

廳

於

テ

取

立

上

納

ノ

處

分

ヲ

乞

フ

ト

證

書

一

枚

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

乃

チ

右

取

立

方

京

都

府

ヘ

達

ス

可

キ

ニ

由

リ

其

旨

心

得

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

五

日

第

四

十

二

号

置

賜

縣

ヨ

リ

舊

米

澤

藩

貸

附

口

々

ニ

テ

金

三

千

九

百

三

十

五

圓

七

拾

六

錢

九

厘

米

四

拾

俵

ア

リ

、

其

原

由

ヲ

取

調

ヘ

本

年

第

八

十

一

号

第

百

五

号

公

布

ノ

規

則

ニ

照

準

シ

處

分

シ

然

ル

可

キ

ヤ

ト

其

調

書

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

所

當

省

於

テ

調

査

シ

、

毎

證

付

紙

押

印

ノ

上

下

付

ス

可

キ

ニ

付

其

旨

心

得

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

五

日

第

四

十

三

号



敦

賀

縣

ヨ

リ

舊

鯖

江

藩

管

下

村

々

ノ

内

石

高

拜

借

及

ヒ

舊

知

事

手

許

金

貸

附

ト

證

書

混

淆

ニ

付

、

區

分

ノ

上

差

出

ス

可

キ

旨

向

キ

ニ

指

揮

ア

ル

ニ

由

リ

、

其

區

分

ヲ

立

證

書

々

替

調

印

申

渡

セ

シ

ニ

、

方

今

返

納

ノ

目

途

ナ

キ

趣

ニ

テ

苦

情

ヲ

陳

述

ス

ル

ニ

付

、

官

員

出

張

シ

實

際

調

査

セ

シ

ム

ル

ニ

全

ク

貧

村

寒

落

ノ

小

民

ヘ

過

當

ノ

貸

出

シ

ニ

テ

、

元

来

開

墾

ハ

名

ノ

ミ

ニ

シ

テ

其

實

救

助

貸

附

同

樣

ニ

テ

陳

述

ス

ル

所

ニ

違

ハ

ス

、

因

テ

舊

官

員

呼

出

シ

取

糺

セ

シ

ニ

、

全

ク

見

込

違

ニ

テ

恐

懼

ノ

至

リ

ナ

ル

由

シ

上

申

セ

リ

、

就

テ

ハ

規

則

ニ

仍

リ

處

分

セ

ハ

数

多

ノ

負

債

人

身

代

限

濟

方

申

付

ル

ノ

外

ナ

キ

ニ

付

、

特

別

ノ

高

議

ヲ

以

テ

更

ニ

年

賦

年

期

返

納

濟

方

ノ

處

分

ヲ

乞

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

所

他

ニ

差

響

キ

聴

取

シ

難

キ

ニ

付

、

向

キ

ニ

達

セ

シ

如

ク

證

書

區

分

ノ

上

至

急

差

出

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

五

日

第

四

十

四

号

敦

賀

縣

ヨ

リ

舊

福

井

藩

於

テ

管

内

永

平

寺

ヘ

金

壹

万

三

千

八

百

円

貸

附

ア

リ

シ

ニ

、

内

金

千

八

百

五

拾

貳

円

三

十

八

錢

九

厘

返

納

、

即

今

殘

金

壹

万

千

九

百

四

拾

七

円

六

拾

壹

錢

壹

厘

ア

リ

、

右

貸

下

ノ

原

年

ハ

戊

辰

年

ニ

テ

引

當

ハ

門

前

地

子

米

并

諸

國

末

派

寺

院

勧

金

ヲ

以

テ

返

濟

ノ

筈

、

然

ル

ニ

右

門

前

地

ハ

上

地

ト

ナ

リ

、

且

末

寺

勧

金

モ

即

今

上

旨

ニ

悖

リ

募

集

シ

難

キ

ニ

付

、

止

ヲ

淂

ス

寺

中

私

有

物

ヲ

賣

却

シ

前

書

ノ

金

員

ヲ

返

納

ス

レ

ト

モ

、

以

後

返

納

ノ

目

途

コ

レ

無

キ

旨

同

寺

代

理

ノ

者

ヨ

リ

歎

願

セ

シ

ニ

付

、

猶

其

事

情

取

調

ヘ

シ

ニ

相

違

ナ

キ

ニ

付

返

納

容

赦

ヲ

乞

フ

ト

其

嘆

願

書

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

処

他

ニ

差

響

ニ

付

聴

取

シ

難

シ

、

永

平

寺

於

テ

返

納

シ

難

ク

ハ

引

受

、

連

印

ノ

寶

慶

寺

外

二

ヶ

寺

ニ

テ

辨

納

ス

可

キ

旨

達

ス

可

シ

、

元

入

ノ

金

員

ハ

減

却

ス

可

キ

ニ

付

、

向

キ

ニ

下

渡

セ

シ

證

書

附

紙

ハ

取

消

別

紙

附

紙

ノ

通

リ

心

淂

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

七

日

第

四

十

五

号

足

柄

縣

ヨ

リ

舊

小

田

原

藩

管

下

小

田

原

宿

人

馬

継

立

賄

方

ノ

儀

ハ

、

去

ル

戊

辰

年

奥

羽

其

外

出

兵

等

ニ

テ

多

分

ノ

人

馬

従

来

ノ

助

郷

村

高

ニ

テ

ハ

継

立

難

キ

ニ

付

、

舊

民



部

省

ヨ

リ

相

房

村

々

ヘ

増

助

郷

ヲ

達

旨

ア

リ

シ

ニ

兔

角

苦

情

ヲ

陳

述

シ

速

ニ

出

金

セ

ス

継

立

ニ

差

支

ユ

ル

ニ

付

助

郷

総

代

ノ

者

ヨ

リ

同

藩

ヘ

歎

願

シ

繰

替

金

下

付

ヲ

淂

テ

公

私

ノ

継

立

ヲ

辨

セ

シ

由

シ

新

縣

ヘ

引

継

ア

リ

、

因

テ

撿

査

ノ

上

右

金

六

千

三

百

八

拾

三

円

本

年

ヨ

リ

十

ヶ

年

賦

返

納

ノ

指

令

ニ

従

ヒ

其

旨

総

代

共

等

ヘ

達

セ

シ

ニ

増

助

郷

村

々

出

金

ノ

儀

今

ニ

延

滞

シ

既

ニ

壬

申

十

一

月

第

三

百

六

十

五

号

ノ

布

令

ニ

基

キ

総

代

ノ

者

千

葉

縣

ヘ

出

張

シ

申

立

シ

ニ

貴

省

ヘ

稟

候

ノ

上

處

分

ア

ル

可

キ

旨

ニ

付

即

今

一

同

帰

村

セ

リ

右

ノ

手

續

ニ

付

止

ム

ヲ

淂

ス

増

助

郷

村

々

ヨ

リ

出

金

迄

延

納

ノ

儀

ヲ

歎

願

セ

ル

ニ

由

リ

然

ル

ヘ

ク

聴

許

ヲ

乞

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

前

文

継

立

金

延

期

ノ

儀

事

情

餘

儀

ナ

キ

ニ

付

特

別

ノ

譯

ヲ

以

テ

悉

皆

棄

捐

ノ

旨

申

達

ス

可

シ

、

且

向

ニ

達

セ

シ

通

リ

下

方

於

テ

モ

厚

ク

勘

辨

シ

穏

當

ノ

濟

方

説

諭

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ

十

二

月

八

日

第

四

十

六

号

長

野

縣

ヨ

リ

舊

藩

々

貸

附

米

金

ハ

本

年

第

八

十

一

号

公

布

ニ

照

準

シ

取

立

ヘ

キ

ナ

レ

ト

モ

、

壬

申

年

返

納

ス

可

キ

期

限

ノ

貸

金

延

引

シ

テ

今

日

ニ

至

ル

者

ハ

一

時

取

立

申

付

ヘ

キ

ヤ

、

又

本

年

三

月

以

後

返

納

ス

可

キ

金

壬

申

年

ニ

前

納

セ

シ

ハ

、

同

号

取

立

法

則

第

十

九

條

ニ

準

シ

一

時

返

納

願

出

ル

者

ニ

見

做

シ

、

利

引

ニ

シ

殘

金

取

立

方

ハ

別

冊

仕

譯

帳

ノ

如

ク

ニ

テ

可

ナ

ル

ヤ

ト

其

別

冊

ヲ

添

テ

指

揮

ヲ

乞

フ

、

且

第

百

五

号

取

立

法

則

追

加

ニ

取

立

高

五

円

以

下

五

拾

錢

以

上

ハ

、

都

テ

定

則

ノ

年

賦

ニ

應

シ

一

割

手

引

ヲ

以

テ

一

時

取

立

ヘ

キ

旨

記

載

ア

リ

、

利

引

計

算

ハ

譬

ヘ

ハ

十

ヶ

年

賦

元

金

百

円

ハ

一

割

利

引

ニ

テ

九

拾

円

取

立

ル

儀

歟

、

又

十

ヶ

年

賦

ニ

應

シ

一

割

ノ

利

ヲ

漸

次

ニ

積

リ

五

拾

五

円

利

引

四

拾

五

円

一

時

取

立

ニ

テ

然

ル

可

キ

ヤ

、

指

揮

ヲ

乞

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

處

ハ

聴

取

ス

レ

ト

モ

、

舊

藩

貸

附

金

穀

ノ

儀

ハ

當

省

於

テ

調

査

ス

可

キ

ニ

付

、

追

テ

毎

證

付

紙

押

印

ヲ

以

テ

差

図

ニ

及

ヘ

シ

、

且

本

年

三

月

以

後

返

納

ノ

分

前

納

セ

シ

モ

候

ス

ル

所

ノ

如

シ

、

然

レ

ト

モ

引

分

方

差

支

ユ

ル

ニ

付

人

別

惣

返

納

仕

譯

書

至

急

差

出

ス

可

シ

、

但

一

時

取

立

ノ

筭

則

ハ

追

テ

達

ス

可

シ



ト

指

令

セ

リ
十

二

月

十

三

日

第

四

十

七

号

白

川

縣

ヨ

リ

舊

熊

本

藩

政

中

諸

生

産

基

立

金

ト

シ

テ

各

株

ヘ

貸

下

金

ノ

儀

ニ

付

、

本

年

第

八

十

一

号

ノ

通

心

淂

ヘ

キ

旨

指

令

ニ

付

、

其

趣

ヲ

達

セ

シ

ニ

別

紙

口

々

ノ

通

舊

藩

中

取

極

ノ

如

ク

年

賦

年

延

ノ

儀

ヲ

出

願

セ

ル

ニ

付

、

右

ハ

一

家

自

営

ノ

貸

附

ニ

モ

之

レ

ナ

キ

ニ

付

、

特

別

ノ

高

議

ヲ

以

テ

願

意

聴

許

ヲ

乞

フ

ト

其

願

書

及

ヒ

仕

譯

書

等

ヲ

添

テ

申

請

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

申

ス

ル

處

他

ヘ

差

響

ク

ニ

付

聴

取

シ

難

シ

、

高

瀬

十

衞

外

一

名

届

漏

ニ

付

別

紙

證

書

ヘ

附

紙

押

印

ノ

如

ク

心

淂

ヘ

ク

、

但

去

月

七

月

外

貸

下

書

類

下

渡

ノ

節

達

セ

シ

如

ク

心

淂

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

十

三

日

第

四

十

八

号

滋

賀

縣

ヨ

リ

舊

彦

根

藩

管

下

村

々

ヘ

種

貸

米

情

貸

米

ト

唱

ヒ

、

創

年

ハ

詳

カ

ナ

ラ

サ

レ

ト

モ

何

レ

百

年

前

ノ

貸

附

ニ

テ

、

壬

申

年

殘

リ

元

米

合

壹

万

三

千

百

拾

七

石

貳

斗

四

升

三

合

ア

リ

、

右

ハ

戊

辰

年

ヨ

リ

一

ヶ

年

五

朱

ノ

利

ニ

テ

、

二

十

ヶ

年

賦

返

納

ノ

儀

舊

藩

ヨ

リ

申

渡

シ

ア

リ

シ

分

ナ

レ

ト

モ

、

必

竟

救

助

貸

ノ

名

義

ナ

レ

ハ

今

後

免

除

ノ

儀

舊

犬

上

縣

ヨ

リ

稟

候

セ

シ

ニ

、

元

来

ハ

従

前

ノ

年

賦

ヲ

以

テ

収

入

シ

利

米

ハ

免

除

ス

可

キ

旨

指

令

ア

リ

、

然

ル

ニ

本

年

第

八

十

一

号

公

布

ノ

趣

ニ

依

レ

ハ

、

起

立

百

ヶ

年

以

前

ノ

儀

ニ

付

右

全

數

棄

捐

シ

然

ル

可

シ

ヤ

ト

稟

候

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

處

聴

取

ス

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

十

五

日

第

四

十

九

号

北

條

縣

ヨ

リ

舊

古

河

藩

貸

附

美

作

國

粂

南

條

郡

下

弓

削

村

拜

借

雜

部

、

七

号

八

号

證

書

二

通

寫

銀

百

五

拾

六

貫

七

百

七

拾

三

匁

五

分

返

納

方

達

セ

シ

ニ

、

右

ハ

驛

塲

助

成

ノ

儀

ニ

付

棄

捐

ア

ラ

ン

事

ヲ

歎

願

セ

リ

、

因

テ

取

調

ヘ

シ

ニ

一

口

銀

八

拾

三

貫

百

八

拾

九

匁

三

分

ハ

全

ク

驛

塲

入

費

ニ

遣

ヒ

拂

シ

ニ

由

リ

、

驛

塲

助

成

拜

借

ノ

處

分

ヲ

淂

ン

ト

其

願

書

等

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

ト

コ

ロ

銀

八

拾

三

貫

百

八

拾

九

匁

餘

ハ

棄

捐

ス

可

キ

ノ

儀

ト

相

心

淂

、

殘

リ

銀

七

拾

三

貫

五

百

八

拾

四

匁

餘

ハ

曩

キ

ニ



達

セ

シ

ト

ヲ

リ

コ

ヽ

ロ

ヘ

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

十

五

日

第

五

十

號

山

口

縣

ヨ

リ

舊

鹿

兒

嶋

縣

ヘ

牛

馬

骨

代

赤

間

關

越

荷

方

ヨ

リ

嘉

永

七

寅

年

貸

付

シ

金

貳

千

四

拾

九

圓

六

拾

貳

銭

五

厘

、

辛

未

年

ヨ

リ

五

ヶ

年

賦

返

濟

ノ

約

定

セ

シ

分

、

當

縣

於

テ

取

立

テ

ハ

手

數

ノ

ミ

ナ

ラ

ス

不

都

合

ニ

付

、

以

来

鹿

兒

嶋

縣

ニ

テ

取

立

上

納

セ

ン

コ

ト

ヲ

同

縣

ヘ

達

旨

ヲ

乞

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

所

聴

取

ス

、

但

貸

附

金

證

書

ヘ

仕

譯

書

ヲ

添

テ

至

急

差

出

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

十

五

日

第

五

十

一

號

山

口

縣

ヨ

リ

九

山

口

藩

於

テ

管

下

佐

波

郡

中

ノ

關

越

荷

方

其

他

口

々

ヘ

差

出

セ

シ

金

四

万

八

千

三

百

三

拾

圓

九

十

銭

七

厘

取

立

ノ

儀

、

當

一

月

中

稟

候

セ

シ

ニ

今

般

達

旨

趣

ニ

付

更

ニ

申

出

タ

ル

ニ

由

リ

處

分

ヲ

乞

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

所

本

年

第

八

十

一

號

公

布

ニ

照

準

シ

取

立

可

シ

、

且

從

前

舊

藩

ヘ

差

入

ア

リ

シ

本

證

書

ヘ

仕

譯

書

ヲ

添

テ

至

急

差

出

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

十

五

日

第

五

十

二

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

舊

湯

長

谷

縣

於

テ

管

下

丹

波

國

天

田

郡

生

野

村

兵

右

衛

門

外

三

名

ヘ

田

畑

等

引

當

ニ

テ

合

金

五

百

五

圓

七

拾

七

銭

五

厘

貸

下

ア

リ

シ

分

、

本

年

第

八

十

一

號

布

達

中

第

六

條

ノ

規

則

ニ

基

キ

一

時

上

納

ノ

積

リ

、

入

札

拂

處

分

セ

ン

ト

ス

ル

ニ

何

レ

モ

極

貧

ノ

者

ニ

テ

多

分

ノ

借

財

ア

リ

テ

、

引

當

物

即

今

賣

却

ア

リ

テ

ハ

他

ノ

負

債

仕

法

モ

立

テ

難

ク

、

一

時

上

納

差

支

エ

ル

趣

ニ

付

別

紙

割

合

書

ノ

通

リ

年

賦

返

納

ヲ

乞

フ

ト

貸

附

金

仕

譯

帳

并

ニ

證

書

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

所

ハ

一

時

取

立

ニ

及

ハ

ス

、

第

六

條

但

書

ノ

通

別

段

詮

議

ニ

及

フ

可

キ

筋

ニ

付

、

別

紙

證

書

ヘ

附

紙

押

印

ノ

如

ク

心

得

ヘ

シ

、

但

取

立

方

ハ

追

々

外

藩

々

貸

付

書

類

下

渡

ノ

節

達

セ

シ

通

リ

心

得

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

十

八

日

第

五

十

三

號

新

潟

縣

ヨ

リ

舊

村

上

藩

貸

付

金

元

帳

ノ

内

三

条

町

笠

原

文

右

衛

門

外

四

人

ヘ

預

ケ

金



高

五

百

両

ノ

儀

ハ

、

同

藩

三

条

役

所

ヨ

リ

不

通

用

ノ

正

金

銀

ニ

テ

預

リ

置

タ

ル

ニ

内

金

百

拾

貳

圓

七

拾

五

銭

ハ

融

通

セ

シ

ニ

付

、

其

金

員

ハ

金

札

ニ

テ

上

納

餘

ハ

不

通

用

金

銀

ニ

テ

上

納

セ

ン

コ

ト

ヲ

文

右

衛

門

外

四

人

ヨ

リ

申

出

シ

ニ

付

、

舊

官

員

ヲ

尋

問

セ

シ

ニ

文

右

衛

門

等

申

ス

ル

所

ノ

如

ク

相

違

ナ

キ

趣

申

立

シ

ニ

由

リ

、

乞

フ

所

ノ

如

ク

取

計

ヒ

然

ル

可

シ

ヤ

ト

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

所

不

都

合

ナ

レ

ト

モ

舊

官

員

申

立

ノ

趣

モ

ア

レ

ハ

、

金

百

拾

貳

圓

七

拾

五

銭

ハ

通

貨

金

三

百

八

拾

七

両

壹

分

ハ

正

金

銀

ヲ

以

テ

上

納

取

計

フ

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

十

八

日

第

五

十

四

號

京

都

府

ヨ

リ

府

下

俣

野

誠

之

助

大

阪

府

下

嶋

下

郡

外

二

郡

村

々

於

テ

、

干

藻

製

造

ノ

爲

メ

㴼

吉

田

藩

ヨ

リ

借

用

金

ノ

儀

ニ

付

、

大

阪

裁

判

所

於

テ

當

府

及

大

阪

府

等

ハ

徃

復

論

辨

數

囬

ノ

後

誠

之

助

擔

當

負

債

ノ

分

金

三

千

五

百

八

拾

両

貳

分

十

ヶ

年

賦

返

納

ヲ

達

セ

シ

ニ

、

内

金

貳

百

六

拾

壹

圓

餘

本

年

二

月

中

上

納

セ

シ

趣

ナ

レ

ト

モ

、

同

人

申

立

ニ

ハ

㴼

吉

田

藩

出

金

千

六

拾

両

餘

ノ

替

リ

ト

シ

テ

悪

金

三

千

八

百

四

拾

貳

両

受

取

、

㴼

吉

田

藩

商

會

掛

平

山

甚

太

夫

ヘ

協

議

ヲ

遂

ケ

、

京

都

府

下

若

井

市

三

郎

ヘ

質

物

ニ

差

入

レ

、

金

札

千

両

借

受

ケ

干

藻

商

會

所

諸

入

費

ニ

遣

拂

タ

ル

ニ

、

即

今

右

悪

金

ヲ

正

金

ニ

直

シ

返

納

ス

ル

ハ

意

外

ノ

儀

、

且

右

金

ハ

㴼

豊

﨑

縣

ノ

依

頼

ニ

依

リ

㴼

吉

田

藩

役

員

承

知

ノ

上

取

扱

シ

儀

ニ

テ

毫

モ

自

己

ノ

費

用

ニ

供

セ

シ

ニ

非

ス

、

然

ル

ヲ

償

納

ノ

命

ヲ

受

ケ

實

ニ

必

至

難

澁

ニ

付

然

ル

可

ク

詮

議

ヲ

乞

フ

ト

歎

願

セ

ル

ニ

付

、

何

分

ノ

指

揮

ヲ

得

ン

ト

其

事

情

手

續

書

類

ヲ

添

テ

申

牒

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

大

阪

裁

判

所

ヘ

㴼

豊

橋

縣

ヨ

リ

京

都

府

下

俣

野

誠

之

助

等

ニ

掛

ル

貸

付

金

滞

リ

ノ

儀

、

向

キ

ニ

貴

所

於

テ

取

糾

ノ

上

十

ヶ

年

賦

返

納

ノ

願

書

ヲ

以

テ

照

管

ア

ル

ニ

付

、

本

年

第

八

十

一

號

公

布

第

十

二

條

ニ

照

準

シ

處

分

ア

リ

度

ト

囬

答

セ

シ

ニ

、

其

後

大

阪

京

都

両

府

上

申

書

類

ノ

如

ク

論

辨

ノ

末

、

大

阪

府

下

三

郡

ノ

儀

ハ

引

受

金

高

ノ

證

書

ヲ

出

セ

ト

モ

、

京

都

府

下

俣

野

誠

之

助

ハ

不

服

ノ

趣

ヲ

以

テ

別

紙

ノ

如

ク

同

府

於

テ

モ

其

任

ヲ

果

シ

得

サ

ル

趣

上

申

ア

リ

、

因

テ

事

情

ヲ

勘

査

ス

ル

ニ

贋

金

授

受

ノ

不

處

置

ヨ

リ

斯



ノ

紛

擾

ヲ

生

セ

シ

ナ

レ

ト

モ

、

向

キ

ニ

貴

所

糾

問

ノ

上

處

断

ノ

事

ナ

レ

ハ

今

般

誠

之

助

歎

願

ノ

趣

ハ

信

用

ス

可

キ

儀

ニ

ハ

非

サ

レ

ト

モ

、

苦

情

ノ

次

第

今

一

應

審

査

ア

リ

度

ト

別

紙

徃

復

書

類

寫

ヲ

添

テ

再

ヒ

商

議

セ

リ
十

二

月

十

九

日

第

五

十

五

號

岡

山

縣

ヨ

リ

㴼

岡

山

縣

管

下

貸

下

金

取

立

員

數

ノ

内

管

外

ノ

分

モ

コ

レ

有

リ

、

不

都

合

ニ

付

其

本

管

小

田

縣

於

取

立

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

乞

フ

、

若

シ

聴

許

ア

ラ

ハ

此

囬

下

付

ノ

帳

簿

引

分

同

縣

ヘ

送

致

セ

ン

ト

別

紙

仕

譯

書

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

所

ノ

如

ク

取

計

フ

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

日

第

五

十

六

號

北

條

縣

ヨ

リ

㴼

真

嶋

藩

貸

附

ノ

内

真

嶋

郡

日

ノ

上

村

拜

借

ノ

内

、

同

村

元

庄

屋

井

並

利

平

引

負

多

分

ナ

ル

ニ

其

後

同

人

出

奔

シ

今

以

テ

歸

村

セ

サ

ル

ニ

由

リ

、

右

金

ハ

村

方

證

文

ノ

儀

故

一

村

ヘ

引

受

返

納

ス

可

キ

旨

達

セ

シ

ニ

、

㴼

縣

中

同

人

引

負

ノ

儀

判

然

セ

シ

段

村

方

ヨ

リ

申

出

シ

ニ

付

、

㴼

官

員

調

査

セ

シ

ニ

事

實

相

違

ナ

キ

趣

是

亦

申

立

ル

ニ

付

、

利

平

引

負

残

金

五

百

九

拾

貳

両

永

百

貳

拾

三

文

六

分

ハ

同

人

歸

村

迄

猶

豫

ヲ

乞

フ

ト

申

牒

セ

リ

、

乃

チ

事

情

餘

儀

ナ

キ

ニ

付

聴

許

ス

可

シ

、

但

村

貸

ノ

分

ハ

別

紙

附

紙

ノ

通

リ

取

立

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

日

第

五

十

七

號

北

條

縣

ヨ

リ

㴼

真

嶋

藩

貸

付

ノ

内

、

第

七

十

六

號

ヨ

リ

九

十

七

號

ニ

至

ル

開

川

入

費

金

千

三

百

九

拾

両

永

七

百

七

拾

壹

文

九

分

返

納

方

ヲ

達

セ

シ

ニ

、

右

開

川

ノ

儀

ハ

民

力

ニ

及

ヒ

難

キ

ニ

付

、

通

舩

ノ

上

運

漕

等

ノ

利

益

ヲ

以

テ

返

納

ノ

約

定

ニ

テ

㴼

藩

ヨ

リ

借

用

セ

シ

ニ

、

其

後

廢

藩

等

ニ

テ

開

川

ノ

工

モ

半

途

ニ

シ

テ

廢

シ

、

目

今

右

拜

借

金

返

納

ノ

術

策

之

レ

無

キ

ニ

付

、

追

々

申

請

シ

成

功

ノ

期

ニ

至

ラ

ン

ト

開

川

㴼

掛

リ

ノ

者

ヨ

リ

歎

願

セ

ル

ニ

由

リ

、

㴼

官

員

取

糾

セ

シ

ニ

前

言

ノ

通

リ

相

違

ナ

キ

由

申

出

タ

リ

、

就

テ

ハ

取

立

方

差

支

シ

趣

ニ

付

歎

願

ノ

通

リ

採

用

ヲ

乞

フ

ト

其

願

書

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

所

餘

儀

ナ

キ

ニ

付

出

格

ノ

詮

議

ヲ

以

テ

聴

許

ス

、

然



レ

ト

モ

向

來

返

納

ノ

目

途

取

調

ノ

上

更

ニ

上

申

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

三

日第

五

十

八

號

岡

山

縣

ヨ

リ

當

縣

管

内

上

道

郡

西

大

寺

村

藤

家

八

平

金

岡

村

松

井

久

平

両

人

ヘ

㴼

津

山

縣

ヨ

リ

貸

下

金

取

立

法

則

無

キ

ニ

指

令

ア

レ

ト

モ

、

兼

テ

證

文

面

ノ

通

リ

十

ヶ

年

賦

ノ

積

ヲ

以

テ

壬

申

年

分

金

四

百

五

拾

両

拂

込

ミ

シ

段

申

立

シ

ニ

付

、

取

糾

セ

シ

ニ

相

違

ナ

キ

ニ

付

別

紙

取

立

方

計

算

ノ

如

ク

取

計

ヒ

然

ル

可

シ

ヤ

ト

其

書

類

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

所

ノ

如

ク

取

立

可

キ

儀

ト

心

得

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

三

日

第

五

十

九

號

新

潟

縣

ヨ

リ

㴼

村

松

藩

貸

付

米

金

元

帳

ノ

内

今

般

年

賦

處

分

、

第

三

十

九

號

小

鍛

治

市

作

米

六

拾

石

此

代

金

貳

百

三

両

貳

分

永

三

拾

八

文

、

第

四

十

號

樋

口

次

郎

三

郎

米

貳

百

石

此

代

金

六

百

七

拾

八

両

壹

分

永

貳

百

拾

文

、

辛

未

十

一

月

中

同

藩

於

テ

租

稅

米

拂

代

金

上

納

後

レ

ノ

分

ニ

テ

貸

附

金

帳

外

ノ

モ

ノ

ナ

ル

ニ

、
㴼

官

員

過

テ

書

載

シ

其

儘

進

達

シ

、

其

後

右

石

代

ハ

辛

未

ノ

租

稅

故

同

縣

收

入

ノ

部

拂

米

石

代

金

ノ

内

ヘ

組

入

一

同

上

納

セ

シ

ニ

相

違

ナ

キ

ニ

付

、

右

二

廉

ノ

分

貸

附

元

帳

取

消

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

乞

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

乃

チ

第

三

十

九

號

、

四

十

號

候

ス

ル

所

ノ

如

ク

取

消

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

四

日

第

六

十

號

岐

阜

縣

ヨ

リ

㴼

郡

上

藩

貸

附

金

ノ

内

、

大

野

耕

作

佐

藤

長

助

石

田

總

右

衛

門

ヘ

合

金

四

千

四

百

貳

拾

八

圓

六

拾

六

銭

六

釐

貸

付

ア

リ

シ

ニ

由

リ

上

納

方

ノ

達

旨

セ

シ

ニ

、

壬

申

年

中

㴼

郡

上

藩

通

商

會

社

ニ

於

テ

横

濵

在

留

ノ

外

國

人

ヨ

リ

金

壹

萬

五

千

両

餘

借

用

セ

シ

一

件

出

訴

セ

ル

ニ

付

、

㴼

官

員

両

人

及

ヒ

耕

作

等

三

人

神

奈

川

裁

判

所

ヘ

呼

出

サ

レ

糾

彈

ノ

上

、

右

金

員

ハ

耕

作

等

ヨ

リ

差

入

置

シ

約

定

書

ア

ル

ニ

由

リ

三

人

ノ

者

身

代

限

返

濟

ノ

處

分

ト

ナ

リ

、

其

際

㴼

官

員

鈴

木

重

儉

ヘ

三

人

ノ

者

ヨ

リ

貸

下



ケ

金

ノ

儀

ハ

何

等

ノ

取

計

ア

ル

可

キ

ヤ

ト

尋

問

セ

シ

ニ

終

ニ

確

タ

ル

答

ナ

ク

、

然

ル

ニ

右

會

社

ヨ

リ

㴼

藩

ヘ

別

ニ

立

替

金

七

千

両

餘

ア

リ

テ

、

既

ニ

大

藏

省

ヘ

届

ア

リ

シ

趣

ナ

レ

ハ

右

金

ト

差

引

ニ

モ

成

可

キ

歟

、

亦

㴼

藩

會

社

ハ

耕

作

等

ハ

只

支

配

セ

シ

ノ

ミ

ニ

テ

、

總

轄

ハ

㴼

官

員

ノ

手

ニ

ア

ル

事

ニ

テ

右

貸

附

金

モ

證

文

ハ

耕

作

等

ノ

名

面

ナ

レ

ト

モ

、

實

ハ

右

會

社

入

費

ニ

遣

拂

ヒ

シ

ナ

リ

、

但

右

大

金

ヲ

身

代

限

處

分

ノ

際

同

所

ヘ

申

立

ス

、

只

重

儉

ヘ

ノ

ミ

申

立

シ

ハ

耕

作

等

ノ

失

錯

ナ

レ

ト

モ

、

其

際

ハ

外

國

人

關

係

ノ

大

事

件

ニ

付

他

ヲ

思

慮

ス

ル

ニ

暇

ナ

ク

、

今

更

恐

懼

ノ

至

ナ

ル

趣

三

人

ノ

者

ヨ

リ

歎

願

セ

シ

ニ

付

、

然

ル

可

ク

指

揮

ヲ

乞

フ

ト

其

書

類

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

因

テ

神

奈

川

裁

判

所

ヘ

岐

阜

縣

管

下

大

野

耕

作

等

身

代

限

リ

處

断

ノ

趣

ナ

レ

ト

モ

、

同

人

等

ヘ

㴼

藩

ヨ

リ

貸

附

金

四

千

四

百

貳

拾

八

圓

餘

ア

リ

テ

、

當

省

撿

査

ノ

末

同

人

共

ヨ

リ

別

紙

ノ

通

リ

申

立

シ

カ

、

鈴

木

重

儉

糾

問

ノ

際

ハ

何

等

ノ

申

立

モ

ナ

カ

リ

シ

ヤ

、

右

金

取

立

方

處

分

ニ

關

係

ア

ル

ニ

付

詳

細

囬

答

ヲ

要

ス

ト

商

議

セ

シ

ニ

、

同

人

共

處

置

ノ

際

耕

作

重

儉

ハ

言

フ

ニ

及

ハ

ス

、

岐

阜

縣

ヨ

リ

モ

右

等

ノ

通

達

ナ

キ

ニ

付

定

例

ノ

通

リ

處

断

セ

シ

ト

囬

答

ア

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

所

耕

作

等

身

代

限

ノ

節

其

縣

ヨ

リ

何

等

ノ

届

出

モ

之

レ

ナ

ク

、

且

鈴

木

重

儉

ヨ

リ

モ

申

立

サ

ル

段

不

都

合

ノ

至

リ

ニ

付

、

耕

作

等

申

ス

ル

所

相

違

ナ

ク

ン

ハ

重

儉

ノ

所

存

如

何

ノ

次

第

ナ

ル

ヤ

、

厳

密

糾

査

ノ

上

更

ニ

候

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

四

日

第

六

十

一

號

長

﨑

縣

ヨ

リ

㴼

平

戸

縣

於

テ

物

産

局

取

設

ア

リ

シ

ニ

、

當

縣

ヘ

合

併

ノ

際

土

地

人

民

受

取

シ

ニ

同

縣

ハ

從

來

ノ

事

務

頗

ル

粗

漏

紛

雜

シ

、

就

中

物

産

局

ハ

新

ニ

設

立

シ

後

利

ヲ

期

シ

、

一

時

ノ

費

用

ヲ

厭

ハ

ス

規

模

ノ

廣

大

ナ

ラ

ン

コ

ト

ヲ

謀

リ

シ

ニ

、

幾

ク

モ

ナ

ク

シ

テ

廢

絶

シ

未

タ

利

益

ヲ

得

ル

ニ

至

ラ

ス

、

且

管

内

ノ

士

民

ヘ

物

産

資

本

或

ハ

商

法

資

金

ト

シ

テ

貸

附

シ

モ

不

規

律

ニ

シ

テ

引

當

ノ

證

書

ナ

ク

、

又

ハ

商

法

取

組

未

定

ノ

口

等

種

々

混

雜

ノ

廉

取

調

中

、

壬

申

十

一

月

貴

省

負

債

掛

巡

囬

ア

リ

テ

實

地

見

分

ノ

通

、

物

産

廢

局

ノ

際

有

金

及

ヒ

諸

品

入

札

拂

代

價

或

ハ

諸

方

貸

附

金

諸

業

本



資

入

高

等

惣

計

㴼

藩

札

七

萬

千

四

百

貳

拾

七

貫

貳

百

目

五

分

四

厘

四

毛

、

此

新

貨

金

五

万

九

千

五

百

貳

拾

貳

圓

六

拾

六

銭

七

厘

ト

概

畧

ノ

調

ヲ

以

テ

申

報

セ

シ

ニ

、

其

後

貸

附

金

等

一

人

別

取

調

シ

ニ

金

五

拾

銭

八

厘

口

々

ニ

テ

増

加

シ

、

都

合

金

五

萬

九

千

五

百

貳

拾

三

圓

拾

七

銭

五

厘

ノ

内

金

三

千

六

百

八

拾

七

圓

九

銭

ハ

取

立

濟

、

百

四

拾

圓

八

拾

七

銭

ハ

㴼

福

江

縣

ヨ

リ

支

那

人

林

雲

逵

ヘ

係

ル

負

債

ニ

テ

、

下

渡

ス

可

キ

分

ノ

内

正

木

屋

治

助

名

當

ニ

テ

㴼

平

戸

縣

物

産

局

ヘ

林

運

逵

ヨ

リ

戻

シ

入

ル

可

キ

分

、

右

高

差

継

請

納

取

計

フ

可

キ

旨

指

令

ヲ

領

セ

リ

、

其

他

別

紙

甲

號

金

五

百

九

拾

四

圓

五

拾

三

銭

三

厘

ハ

、

貸

附

金

ノ

内

五

圓

以

下

ニ

付

本

年

第

七

號

公

布

ニ

基

キ

元

金

ノ

内

一

割

利

引

ヲ

以

テ

一

時

納

、

并

追

々

上

納

セ

シ

分

及

ヒ

残

品

入

札

拂

代

等

此

節

取

立

追

テ

上

納

ス

可

シ

、

乙

號

ハ

何

レ

モ

物

産

本

資

貸

附

ニ

付

、

本

年

第

八

十

一

號

布

告

第

十

二

條

ニ

照

準

シ

本

年

ヨ

リ

八

ヶ

年

賦

取

立

上

納

ス

可

ク

、

丙

號

元

來

餘

儀

ナ

キ

筋

ニ

テ

貸

附

シ

分

ニ

付

、

第

十

八

條

ニ

基

キ

本

年

ヨ

リ

十

ヶ

年

賦

取

立

、

丁

號

ハ

四

十

五

ヶ

年

賦

返

納

㴼

藩

處

置

濟

辛

未

正

月

ノ

證

書

ア

ル

ニ

付

目

今

伺

中

、

戊

己

両

號

ハ

貸

附

金

高

五

拾

銭

未

滿

五

圓

以

下

ニ

付

、

一

時

納

ノ

分

元

金

一

割

引

何

レ

モ

本

年

第

百

五

號

布

告

ニ

照

準

シ

、

棄

捐

或

ハ

㴼

藩

處

置

濟

捨

方

或

ハ

櫨

楮

等

植

付

苗

木

運

送

賃

等

遣

拂

、

此

節

取

調

シ

ニ

支

消

ノ

道

ナ

ク

都

テ

棄

捐

ス

可

キ

分

、

庚

號

絞

油

所

紙

漉

石

炭

坑

等

物

産

局

直

仕

入

ノ

分

、

其

儘

入

札

ニ

テ

ハ

莫

大

ノ

損

失

ニ

付

說

諭

ヲ

加

ヘ

年

賦

返

納

ノ

方

法

調

中

ナ

ル

ニ

、

過

月

中

ノ

風

災

ニ

テ

事

務

混

雜

シ

、

且

貸

附

ノ

本

人

旅

行

中

ノ

分

追

々

歸

縣

ス

加

キ

ニ

付

、

追

テ

取

調

更

ニ

申

牒

ス

可

シ

ト

別

紙

七

冊

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

㴼

嶋

原

平

戸

両

藩

貸

附

ノ

金

穀

調

査

濟

ニ

付

、

㴼

人

吉

外

二

藩

ヨ

リ

貸

下

ノ

分

共

別

紙

目

録

ノ

通

リ

下

付

ス

ル

ニ

付

、

去

ル

十

月

㴼

嶋

原

外

二

藩

ノ

分

下

付

ノ

節

達

セ

シ

通

心

得

ヘ

シ

、

且

候

ス

ル

所

甲

號

五

圓

以

下

一

割

利

引

ヲ

以

テ

一

時

取

立

ツ

可

キ

分

ハ

、

貸

下

ケ

各

種

年

賦

ニ

應

シ

利

引

ヲ

以

テ

取

立

ツ

可

キ

儀

ニ

付

別

紙

筭

則

ノ

如

ク

ス

可

シ

、

其

他

願

ニ

ヨ

リ

一

時

取

立

ノ

分

モ

同

樣

タ

ル

可

キ

ニ

付

、

更

ニ

取

調

詳

細

仕

譯

書

ヲ

添

テ

上

納

ス

可

シ

、

庚

號

諸

品

拂

代



等

未

納

ノ

分

ハ

精

々

取

立

、

貸

附

ア

ル

分

ハ

證

書

仕

譯

書

ヲ

添

テ

至

急

差

出

ス

可

ク

、

其

他

物

産

有

金

并

諸

品

拂

代

金

ハ

、

通

貨

藩

札

ノ

區

別

ヲ

立

更

ニ

上

納

方

申

牒

ス

可

シ

ト

、

其

利

引

算

則

雛

形

及

ヒ

目

録

等

ヲ

添

テ

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

五

日

第

六

十

二

號

小

田

縣

ヨ

リ

㴼

福

山

縣

貸

附

銀

ノ

内

楮

幣

合

テ

六

千

六

百

拾

貳

貫

百

三

拾

八

匁

五

分

五

厘

壹

毛

證

書

八

通

ハ

㴼

藩

政

ノ

際

新

開

會

社

中

ヘ

建

築

資

本

ニ

貸

附

シ

分

ニ

當

テ

其

後

同

藩

届

外

ノ

楮

幣

消

却

ノ

為

メ

㴼

官

員

ヨ

リ

元

社

中

ヘ

說

諭

シ

右

新

開

一

切

差

出

サ

セ

貸

附

金

ハ

其

儘

取

消

ノ

儀

歎

願

シ

許

可

ア

リ

テ

土

地

引

上

ケ

ノ

上

ハ

從

前

建

築

資

本

ニ

貸

附

金

ハ

取

立

サ

ル

方

ト

思

量

シ

本

年

三

月

中

別

冊

貸

下

銀

取

立

調

帳

差

出

ノ

節

附

紙

ノ

通

リ

上

申

シ

置

キ

シ

ニ

今

般

㴼

藩

々

貸

附

金

處

分

濟

證

文

下

付

ノ

内

右

ノ

分

モ

資

産

八

ヶ

年

賦

取

消

ヲ

乞

フ

ト

稟

候

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

所

取

消

ノ

儀

ト

心

得

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

七

日

第

六

十

三

號

茨

城

縣

ヨ

リ

㴼

水

戸

縣

貸

出

ノ

農

馬

拂

代

取

立

方

ノ

儀

、

第

一

右

農

馬

拂

代

金

ハ

本

年

第

八

十

一

號

布

告

ニ

基

キ

八

ヶ

年

賦

ニ

取

立

可

キ

ニ

、

本

人

極

窮

ニ

テ

取

立

難

キ

分

ハ

救

助

ノ

譯

ヲ

以

テ

金

員

ノ

多

少

ニ

隨

ヒ

割

合

ヲ

立

、

八

ヶ

年

ヨ

リ

二

十

ヶ

年

迄

ニ

取

立

然

ル

ヘ

シ

ヤ

、

第

二

本

年

第

百

五

號

布

告

ニ

基

キ

金

五

圓

以

下

五

拾

銭

以

上

ハ

一

割

利

引

ニ

テ

一

時

取

立

可

キ

ニ

、

潰

家

同

樣

ニ

テ

本

人

ハ

他

ノ

雇

人

等

ト

ナ

リ

纔

ニ

糊

口

ス

ル

者

ア

リ

、

是

等

ハ

止

ム

ヲ

得

サ

ル

事

情

ニ

付

三

ヶ

年

乃

至

八

ヶ

年

ニ

取

立

然

ル

可

シ

ヤ

、

就

テ

ハ

五

拾

銭

下

棄

捐

ノ

分

ナ

レ

ト

モ

一

時

又

ハ

年

賦

ヲ

以

テ

適

宜

取

立

然

ル

可

キ

ヤ

、

第

三

三

ヶ

年

賦

ニ

貸

出

其

後

歎

願

ニ

由

リ

㴼

縣

於

テ

永

年

賦

ニ

聞

届

ア

リ

シ

分

、

從

前

ノ

約

ニ

拘

ハ

ラ

ス

前

條

ニ

準

シ

年

限

取

極

然

ル

可

キ

ヤ

、

第

四

貸

出

金

證

書

年

々

切

替

又

ハ

元

高

ノ

内

幾

分

相

納

メ

残

金

ノ

ミ

貸

元

ニ

相

成

リ

初

年

不

分

明

ノ

モ

ノ

ア

レ

ト

モ

、

何

レ

モ

弘

化

ヨ

リ

慶

應

迄

貸

出

ニ

相

違

ナ

キ

ニ

由

リ

全

數

ノ

三

分

一

棄

捐

ニ

取

計

ヒ

然

ル

可

キ

ヤ

、

第

五

拜

借

ノ

本

人

已

ニ

死

去

シ

兄



弟

子

孫

ノ

内

相

續

ノ

分

ハ

取

立

可

キ

ナ

レ

ト

モ

、

其

家

潰

レ

テ

親

族

引

受

ノ

分

ハ

悉

皆

棄

捐

シ

然

ル

可

キ

ヤ

、

第

六

貸

出

方

㴼

藩

役

所

帳

記

ノ

ミ

ニ

テ

證

書

ナ

キ

分

モ

ア

レ

ト

モ

、

從

前

仕

來

ノ

由

シ

ニ

テ

素

ヨ

リ

本

人

承

知

ノ

事

ナ

レ

ハ

、

證

書

ノ

有

無

ニ

抅

ハ

ラ

ス

取

立

方

相

達

シ

更

ニ

證

書

差

出

サ

セ

然

ル

可

キ

ヤ

、

其

他

借

受

人

ノ

内

偽

名

ヲ

以

テ

借

受

シ

向

モ

ア

ル

由

シ

ニ

付

篤

ト

取

調

ノ

上

追

々

上

申

ス

可

シ

、

第

七

農

馬

代

金

年

賦

貸

出

年

限

三

ヶ

年

内

ニ

右

馬

斃

レ

シ

者

ハ

、

㴼

縣

ニ

テ

未

納

金

半

高

又

ハ

悉

皆

見

捨

取

計

ヒ

シ

由

ナ

レ

ハ

、

最

初

貸

出

セ

シ

年

月

ヨ

リ

三

ヶ

年

内

ニ

斃

レ

シ

分

ハ

未

納

残

金

半

高

棄

捐

シ

然

ル

可

キ

ヤ

、

第

八

慶

應

三

年

十

一

月

中

上

總

國

山

邉

郡

東

金

町

蔦

屋

庄

兵

衛

外

一

人

願

ニ

由

リ

、

農

馬

百

十

三

頭

ヲ

送

リ

同

所

ニ

於

テ

賣

拂

、

代

金

ノ

内

凡

貳

千

圓

餘

ノ

引

送

リ

帳

ア

レ

ト

モ

、

其

節

取

扱

ヒ

シ

町

方

掛

リ

ノ

者

死

亡

シ

不

分

明

ノ

趣

㴼

縣

ヨ

リ

引

送

リ

ア

リ

シ

ニ

付

、

千

葉

縣

ヘ

商

議

ノ

上

追

テ

取

調

上

申

ス

可

シ

、

第

九

他

管

轄

ヘ

貸

出

ノ

分

先

般

上

申

セ

シ

通

リ

其

縣

々

ヘ

依

頼

ノ

上

取

立

ツ

可

キ

ニ

付

、

右

ノ

趣

東

京

府

及

ヒ

神

奈

川

埼

玉

熊

谷

千

葉

新

治

橡

木

ノ

六

縣

ヘ

達

旨

ヲ

乞

フ

ト

、

右

候

ス

ル

所

聴

許

ア

ラ

ハ

年

賦

等

取

極

メ

證

書

差

出

サ

セ

、

金

員

惣

額

取

調

證

書

ヲ

以

テ

一

旦

上

納

更

ニ

拜

借

セ

ン

ト

、

貸

出

帳

百

八

十

二

冊

惣

計

帳

一

冊

ヲ

添

テ

稟

候

シ

、

又

㴼

縣

貫

屬

士

族

卒

授

産

金

ト

シ

テ

元

物

産

方

仕

法

金

常

平

倉

利

籾

代

及

ヒ

農

馬

拂

代

取

立

濟

ノ

分

ト

三

口

合

金

貳

万

九

千

八

百

八

圓

五

拾

七

銭

九

厘

、

十

ヶ

年

置

据

拜

借

ノ

儀

本

年

七

月

中

伺

濟

ノ

趣

ヲ

以

テ

金

員

取

調

上

申

セ

シ

ニ

由

リ

、

是

亦

證

書

ヲ

以

テ

一

旦

上

納

更

ニ

拜

借

セ

ン

ト

元

物

貸

出

帳

総

計

帳

及

仕

譯

書

等

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

候

ス

ル

所

農

馬

拂

代

取

立

方

九

ヶ

條

ノ

趣

、

法

則

ノ

如

ク

取

立

難

キ

分

ハ

格

別

ノ

譯

ヲ

以

テ

聴

許

ス

可

シ

、

但

貸

出

帳

棄

捐

ノ

減

法

利

引

ノ

筭

則

相

違

シ

、

及

ヒ

士

族

卒

授

産

ノ

件

ハ

候

ス

ル

所

不

分

明

ニ

付

、

別

紙

雛

形

ニ

基

キ

各

管

轄

ヲ

部

分

シ

、

明

細

取

調

更

ニ

稟

候

ス

可

シ

ト

其

雛

形

ヲ

添

テ

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

七

日

第

六

十

四

號



橡

木

縣

ヨ

リ

㴼

關

宿

縣

管

内

下

野

國

河

内

郡

多

功

宿

野

澤

牧

太

外

二

名

ノ

モ

ノ

㴼

縣

ヨ

リ

借

用

金

ア

ル

旨

㴼

宇

津

宮

縣

ヘ

申

出

シ

ニ

付

、

本

年

二

月

中

同

縣

ヨ

リ

届

書

進

達

セ

シ

ニ

、

借

用

人

共

ノ

證

書

取

纏

メ

差

出

ス

可

キ

旨

達

旨

ア

リ

シ

ニ

由

リ

㴼

縣

ヘ

照

管

セ

シ

ニ

、

右

金

額

ハ

㴼

藩

主

手

許

金

ヲ

以

テ

貸

下

ケ

シ

旨

申

出

シ

ニ

付

先

般

其

趣

上

申

セ

シ

ニ

、

藩

籍

奉

還

前

ノ

儀

ニ

付

官

物

タ

ル

ニ

由

リ

㴼

證

書

取

纏

メ

差

出

ス

可

キ

ノ

再

達

ニ

付

、

即

チ

證

書

本

紙

三

通

ヲ

取

纏

メ

進

達

ス

ト

申

牒

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

右

貸

下

金

證

書

調

査

セ

シ

ニ

、

版

籍

返

上

前

ノ

品

ニ

テ

官

物

ニ

屬

ス

ル

ヲ

以

テ

證

書

下

付

ス

ル

ニ

付

、

去

ル

十

月

中

達

セ

シ

同

藩

貸

附

ノ

惣

計

ヘ

加

フ

可

シ

、

但

取

立

方

ハ

付

紙

押

印

ノ

通

心

得

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

七

日

第

六

十

五

號

名

東

縣

ヨ

リ

㴼

高

松

縣

貸

附

金

ノ

儀

ハ

、

廢

藩

ノ

際

現

在

ノ

貸

附

高

ヲ

以

テ

申

報

シ

、

素

ヨ

リ

向

來

取

立

ツ

可

キ

ト

否

ト

ノ

取

調

ニ

及

ハ

ス

、

其

後

廢

縣

ニ

由

リ

其

金

高

ヲ

㴼

香

川

縣

ヘ

引

送

リ

、

辛

未

年

ノ

布

令

ニ

付

貸

附

金

穀

證

書

本

帳

共

差

出

置

キ

シ

ニ

、

其

後

取

立

方

規

則

布

達

ア

レ

ト

モ

前

ニ

陳

ス

ル

所

ノ

如

ク

ナ

ル

ニ

由

リ

、

現

今

成

規

ノ

通

リ

取

立

方

ハ

本

人

ノ

實

況

取

調

中

ナ

ル

趣

去

ル

九

月

中

申

報

セ

シ

カ

、

從

來

藩

制

ノ

貸

方

ニ

テ

中

ニ

ハ

一

時

ノ

救

助

ト

シ

、

又

ハ

浦

方

漁

夫

共

其

他

産

業

仕

込

金

或

ハ

收

稅

ノ

内

撿

見

引

ニ

ナ

ル

可

キ

ヲ

貸

下

ケ

金

ニ

立

テ

シ

ア

リ

、

或

ハ

附

洲

塩

田

開

拓

等

ノ

費

用

ニ

貸

渡

㴼

藩

中

ハ

束

縛

ノ

方

法

ア

ル

ニ

付

、

其

許

可

ヲ

受

ケ

シ

者

ハ

自

然

利

益

ヲ

占

メ

シ

コ

ト

ナ

レ

ト

モ

、

廢

藩

以

後

ハ

右

等

ノ

方

法

モ

廢

シ

貸

出

金

モ

ナ

キ

ニ

由

リ

甚

不

融

通

ヲ

生

シ

、

即

今

利

益

ノ

目

途

ナ

キ

分

別

帳

願

書

ノ

通

リ

ナ

ル

ニ

、

十

月

中

證

書

ニ

捺

印

ノ

上

取

立

方

指

令

ア

レ

ト

モ

、

右

出

願

人

ノ

内

ニ

モ

極

貧

等

ニ

テ

向

来

取

立

ノ

目

途

ナ

キ

分

調

書

ノ

通

リ

引

捨

ノ

許

可

ヲ

乞

フ

、

依

テ

捺

印

ノ

證

書

一

綴

ヲ

添

テ

進

達

ス

、

又

滿

濃

池

營

築

ノ

節

貸

附

金

ハ

各

村

多

人

數

ノ

事

ニ

テ

至

急

約

束

シ

難

シ

、

其

他

ハ

據

口

ナ

キ

入

用

云

々

等

ノ

證

書

ニ

付

、

全

ク

私

費

ニ

屬

ス

ル

者

ハ

成

規

ノ

如

ク

取

立

ツ

可

キ

ナ

レ

ト

モ

、

中

ニ

ハ

家

産

流

落

シ

甚

シ

キ

ハ

潰

家

等



ニ

ナ

リ

シ

分

モ

ア

リ

、

追

テ

取

調

現

塲

止

ム

ヲ

得

サ

ル

情

實

ア

ル

者

ハ

其

節

申

牒

ス

可

キ

ニ

由

リ

、

然

ル

可

ク

處

分

ヲ

乞

フ

ト

其

調

書

累

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

㴼

高

松

縣

貸

附

金

ノ

内

法

則

ノ

如

ク

取

立

難

キ

分

用

捨

ノ

儀

不

都

合

ノ

廉

モ

ア

レ

ト

モ

、

甲

乙

丙

丁

戊

及

辛

癸

七

印

、

并

ニ

第

五

第

十

二

第

十

三

號

等

ハ

都

テ

貸

附

法

則

第

十

一

條

ニ

照

準

ス

可

ク

、

其

他

己

庚

壬

ノ

三

印

并

ニ

第

一

第

二

號

及

ヒ

第

六

號

ヨ

リ

第

十

一

號

ニ

至

リ

第

十

四

號

ヨ

リ

第

十

八

號

ニ

至

ル

何

レ

モ

、

産

資

ノ

為

メ

貸

附

シ

コ

ト

判

然

ナ

レ

ハ

法

則

第

十

二

條

ニ

照

準

ス

可

キ

ノ

處

、

格

別

ノ

議

ヲ

以

テ

向

キ

ニ

達

セ

シ

如

ク

据

置

、

第

十

八

條

ニ

照

シ

取

立

ツ

可

シ

、

第

三

號

第

四

號

ハ

給

米

引

當

ニ

付

第

十

六

條

但

書

ニ

據

リ

悉

皆

棄

捐

ス

可

キ

ニ

付

、

兼

テ

達

セ

シ

雛

形

ニ

基

キ

口

々

元

帳

ニ

記

載

シ

、

取

計

濟

ノ

上

寫

ヲ

以

テ

早

々

申

報

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

八

日

第

六

十

六

號

福

岡

縣

ヨ

リ

大

分

縣

管

下

中

村

元

雄

日

限

頼

三

ヘ

㴼

福

岡

縣

物

産

會

社

ヨ

リ

貸

附

金

返

納

方

ニ

付

、

年

月

等

調

査

セ

シ

ニ

別

紙

ノ

如

ク

ナ

レ

ハ

金

穀

取

立

法

則

ニ

照

準

シ

取

立

可

キ

ニ

、

中

村

元

雄

ハ

㴼

福

岡

藩

給

與

米

ヲ

以

テ

返

納

ノ

引

當

ニ

セ

シ

ヲ

右

給

與

米

引

上

ニ

成

リ

目

今

返

納

ノ

目

途

ナ

シ

、

日

限

頼

三

ハ

一

家

断

絶

シ

返

納

ス

可

キ

ノ

方

ナ

シ

、

因

テ

何

レ

モ

棄

捐

ヲ

乞

フ

ト

歎

願

セ

ル

ニ

付

然

ル

可

ク

處

分

ヲ

得

ン

ト

其

調

書

及

ヒ

願

書

ヲ

添

テ

稟

候

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

中

村

元

雄

ハ

餘

儀

ナ

キ

事

情

ニ

付

聴

取

ス

、

日

限

頼

三

分

ハ

受

人

ノ

證

印

明

確

ナ

レ

ハ

受

人

中

村

由

太

夫

外

一

人

ヘ

辨

納

ノ

儀

達

ス

可

シ

、

但

戊

辰

以

前

ノ

貸

出

ニ

付

法

則

ノ

如

ク

三

分

一

棄

捐

シ

、

残

金

百

拾

貳

圓

七

拾

七

銭

八

厘

本

年

ヨ

リ

十

ヶ

年

賦

上

納

ト

心

得

可

キ

旨

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

八

日

第

六

十

七

號

筑

摩

縣

ヨ

リ

㴼

藩

々

貸

附

ノ

金

穀

取

立

方

ノ

儀

本

年

ヨ

リ

毎

年

十

一

月

中

取

立

、

十

二

月

二

十

日

限

リ

明

細

書

ヲ

添

ヘ

出

納

寮

ヘ

上

納

ス

可

キ

旨

去

ル

十

月

中

達

シ

ア

レ



ト

モ

、

本

年

ハ

元

帳

仕

立

方

等

ニ

時

日

ヲ

費

シ

即

今

取

立

中

ナ

レ

ト

モ

、

期

限

通

リ

ニ

ハ

上

納

シ

難

キ

ニ

付

當

付

中

猶

豫

ヲ

乞

フ

ト

申

牒

セ

リ

、

乃

チ

申

ス

ル

所

餘

儀

ナ

キ

ニ

付

當

年

ノ

儀

ハ

聴

許

ス

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

八

日

第

六

十

八

號

新

潟

縣

ヨ

リ

㴼

藩

々

貸

附

金

穀

處

分

ノ

儀

、

既

ニ

貴

省

於

テ

調

査

濟

ニ

テ

右

證

書

類

去

ル

十

一

月

三

日

縣

地

ヘ

到

着

セ

シ

ニ

付

、

急

速

返

納

方

ヲ

達

旨

ス

レ

ト

モ

㴼

證

書

面

一

紙

數

十

村

ニ

渉

リ

、

或

ハ

本

人

死

去

シ

或

ハ

偽

名

偽

印

等

ヲ

以

テ

拜

借

セ

シ

分

ア

リ

、

故

ニ

取

調

中

ナ

レ

ト

モ

管

内

隔

遠

ノ

村

々

ハ

徃

復

ニ

時

日

ヲ

費

シ

、

當

年

中

ニ

ハ

皆

納

シ

難

キ

ニ

由

リ

現

今

取

立

ノ

分

金

千

五

百

圓

上

納

ス

、

餘

ハ

追

々

取

立

上

納

ス

可

シ

ト

申

牒

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

貸

附

取

立

方

即

今

行

届

キ

難

キ

分

ハ

本

年

限

リ

來

二

月

中

取

立

遲

滯

ナ

ク

上

納

ス

可

ク

、

既

ニ

取

立

ノ

分

ハ

取

立

人

別

并

ニ

證

書

ヘ

記

載

ノ

番

號

ヲ

附

シ

仕

譯

書

ヲ

添

テ

上

納

ス

可

シ

ト

指

令

セ

リ
十

二

月

二

十

八

日


